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(57)【要約】
　ユーザが支払いを行うことによってビデオゲームに関
連する動作を選択できるようにする支払いカード及び装
置を提供する。このようなビデオゲームは、例えばリモ
ートサーバ上で動作するビデオゲームとすることができ
、ソーシャルネットワーキングウェブサイトを介してア
クセスされるマルチプレーヤーゲームなどの複数のプレ
ーヤーがアクセスできるものとすることができる。カー
ドは、（プロモーション、賞金、報酬又はインセンティ
ブなどの）１又はそれ以上のクーポンオファーを受け取
り、記憶し、購入し、及び／又は共有することができる
。カードの１又はそれ以上のディスプレイ上には、クー
ポンオファー、関連する詳細、及び関連するクーポン詳
細の更新を表示することができる。カード又は（携帯電
話機などの）その他の装置は、ユーザがカード上で選択
できるチェックインオプションに基づいて、取引情報、
機能情報、及び／又は他のいずれかの種類の情報を小売
商の端末に提供することができ、この情報をネットワー
クエンティティと共有して、カード所有者の動きを追跡
することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　支払いデータ及びゲーム動作データを支払いカードリーダに提供するための出力装置と
、
を備え、前記支払いデータが、支払取引を許可するために利用され、前記ゲーム動作デー
タが、ビデオゲームに影響を与えるために利用される、
ことを特徴とする支払装置。
【請求項２】
　前記出力装置が、ＲＦベースの通信装置である、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項３】
　前記出力装置が、動的磁気ストライプ通信装置である、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項４】
　前記出力装置が、ＩＣチップである、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項５】
　複数のボタンをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項６】
　複数のボタンをさらに備え、該複数のボタンの少なくとも１つが、前記ゲーム動作デー
タに関連付けられる、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項７】
　複数のボタン及び１つのディスプレイをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項８】
　複数のボタン及び複数のディスプレイをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項９】
　光センサをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項１０】
　前記支払装置が、携帯電話機である、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項１１】
　前記支払装置が、支払いカードである、
ことを特徴とする請求項１に記載の支払装置。
【請求項１２】
　プロセッサと、
　支払いデータ及びゲーム通貨賞金データを支払いカードリーダに提供するための出力装
置と、
を備え、前記支払いデータが、支払取引を許可するために利用され、前記ゲーム通貨賞金
データが、ビデオゲーム内の仮想通貨を提供するために利用される、
ことを特徴とする支払装置。
【請求項１３】
　前記出力装置が、ＲＦベースの通信装置である、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１４】
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　前記出力装置が、動的磁気ストライプ通信装置である、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１５】
　前記出力装置が、ＩＣチップである、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１６】
　複数のボタンをさらに備え、該複数のボタンの少なくとも１つが、前記ゲーム動作デー
タに関連付けられる、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１７】
　複数のボタン及び１つのディスプレイをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１８】
　光センサをさらに備える、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項１９】
　前記支払装置が、携帯電話機である、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項２０】
　前記支払装置が、支払いカードである、
ことを特徴とする請求項１２に記載の支払装置。
【請求項２１】
　支払いカード上でクーポンを受け取るステップと、
　前記支払いカード上に前記クーポンを記憶するステップと、
　前記カード上の第１のボタンを押して前記クーポンを購入するステップと、
　前記クーポンを償還するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記カード上の第２のボタンを押して、前記償還ステップを実施する、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記償還ステップが、前記カード上の通信装置から支払端末に情報を通信するステップ
をさらに含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記カードのディスプレイ上に前記クーポンを表示するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記償還ステップが、前記クーポンに関連する情報を前記カードから外部装置に通信す
るステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記償還ステップが、前記クーポンに関連する第１の情報を外部装置に通信し、前記カ
ードの支払いカード番号に関連する第２の情報を前記外部装置に通信するステップをさら
に含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１のボタンが、タッチボタンである、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
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　支払口座に関連する第１の情報と、買得品に関連する第２の情報とを含むデータを支払
いカードから受け取るステップを含み、前記第２の情報が、前記支払いカードに対して行
われた手動入力の結果として前記データ内に提供され、
　複数の買得品から前記買得品を検索するステップと、
　前記第１の情報に少なくとも部分的に基づいて購入取引を完了するステップと、
　前記第２の情報に少なくとも部分的に基づいて買得品の償還を完了するステップと、
をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記買得品が、時間依存型の定期的な買得品である、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記データが、支払いカードリーダによって受け取られる、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記データが、リモートサーバによって受け取られる、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記買得品が、リモートサーバによって検索される、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記支払いカード上の磁気ストライプ通信装置から前記データを提供するステップをさ
らに含む、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３４】
　前記支払いカード上のＲＦベースの通信装置から前記データを提供するステップをさら
に含む、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　前記支払いカード上のＩＣチップから前記データを提供するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３６】
　　支払口座に関連する第１の情報と、買得品に関連する第２の情報とを含む記憶データ
を提供するための通信装置と、
　　手動入力を受け取るための装置と、
　を有する支払装置を備え、前記第２の情報が、前記手動入力の結果として前記データ内
に提供され、
　前記データを受け取って複数の買得品から前記買得品を検索するためのリモートサーバ
をさらに備え、前記第１の情報に少なくとも部分的に基づいて購入取引が完了し、前記第
２の情報に少なくとも部分的に基づいて買得品の償還が完了する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項３７】
　前記支払装置が、支払いカードである、
ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記支払装置が、携帯電話である、
ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記通信装置が、ＲＦベースの通信装置を備える、
ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項４０】
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　前記通信装置が、動的磁気ストライプ通信装置を備える、
ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記支払装置が、ディスプレイをさらに備える、
ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項４２】
　支払装置上のチェックインオプションを選択するステップと、
　前記選択されたチェックインオプションに関連する支払口座番号及び情報を購入取引の
一部として小売商の端末に通信するステップと、
　前記購入取引を許可するステップと、
　前記支払口座番号に関連するユーザのプロファイルに、前記ユーザが前記小売商の端末
に関連する小売商にチェックインした旨の更新を行うステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４３】
　前記通信ステップが、前記支払装置上の通信装置によって行われる、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記通信ステップが、前記支払装置上の通信装置によって行われ、該通信装置が、ＲＦ
ベースの通信装置である、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記通信ステップが、前記支払装置上の通信装置によって行われ、該通信装置が、電磁
信号を提供する、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記通信ステップが、前記支払装置上の通信装置によって行われ、該通信装置が、動的
磁気ストライプ通信装置を備える、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記支払装置が、支払いカードである、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記支払装置が、携帯電話機である、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記支払装置が、ディスプレイと複数のボタンとを有する支払いカードである、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ユーザのプロファイルが、リモートサーバに記憶される、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ユーザのプロファイルの少なくとも一部をウェブページの少なくとも一部として提
供するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ユーザのプロファイルを前記購入取引の総額で更新するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５３】
　前記許可が、リモートサーバによって与えられる、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
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【請求項５４】
　前記更新ステップが、リモートサーバによって行われる、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５５】
　前記支払装置が、バッテリと、プロセッサと、複数のボタンとを備える、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５６】
　前記支払装置が、バッテリと、プロセッサと、複数のボタンと、ＲＦＩＤアンテナと、
ディスプレイとを備える、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５７】
　前記支払装置が、バッテリと、プロセッサと、複数のボタンと、動的磁気ストライプ通
信装置とを備える、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５８】
　前記支払装置が、複数のディスプレイを備える、
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項５９】
　処理を行う手段と、
　支払いデータ及びゲーム動作データを支払いカードリーダに提供する手段と、
を備え、前記支払いデータが、支払取引を許可するために利用され、前記ゲーム動作デー
タが、ビデオゲームに影響を与えるために利用される、
ことを特徴とする支払装置。
【請求項６０】
　処理を行う手段と、
　支払いデータ及びゲーム通貨賞金データを支払いカードリーダに提供する手段と、
を備え、前記支払いデータが、支払取引を許可するために利用され、前記ゲーム通貨賞金
データが、ビデオゲーム内の仮想通貨を提供するために利用される、
ことを特徴とする支払装置。
【請求項６１】
　　支払口座に関連する第１の情報と、買得品に関連する第２の情報とを含む記憶データ
を提供する手段と、
　　手動入力を受け取る手段と、
　を有する支払装置を備え、前記第２の情報が、前記手動入力の結果として前記データ内
に提供され、
　前記データを受け取って複数の買得品から前記買得品を検索する手段をさらに備え、前
記第１の情報に少なくとも部分的に基づいて購入取引が完了し、前記第２の情報に少なく
とも部分的に基づいて買得品の償還が完了する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項６２】
　支払装置上のチェックインオプションを選択する手段と、
　前記選択されたチェックインオプションに関連する支払口座番号及び情報を購入取引の
一部として小売商の端末に通信する手段と、
　前記購入取引を許可する手段と、
　前記支払口座番号に関連するユーザのプロファイルに、前記ユーザが前記小売商の端末
に関連する小売商にチェックインした旨の更新を行う手段と、
を備えることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、磁気カード及び装置、並びに関連する支払いシステムに関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　ユーザが支払いカード又は装置上のゲームのゲーム動作を決定できるようにし、このゲ
ーム動作を、ゲームを管理するリモートサーバなどのリモートサーバに支払いカードリー
ダを通じて受け渡すためのシステム及び方法を提供する。従って、ユーザは、店頭支払い
などの支払いを行うことにより、ゲームとのやりとりを行ってゲームを進めることができ
る。オンライン又は電話購入の場合、カード又はその他の装置上のディスプレイが、選択
されたゲーム動作に関連するコードを表示することができ、このコードを（例えば、支払
いカードの３又は４桁のセキュリティコードを受け入れるためのテキストボックスを介し
て）オンライン購入環境に入力することができ、又は電話を通じてオペレータに言葉で伝
えることができる。例えばカードとのユーザインタラクションを介して支払動作を決定す
ることができる。具体的には、例えば、ユーザは、カード又は（携帯電話機などの）その
他の装置上の一群のボタンから、ゲーム動作に関連するボタンを押すことができる。この
ようなゲーム動作は、ユーザの家庭用ゲーム機、携帯電話機、又はタブレットコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、固定コンピュータなどのコンピュータ装置上のゲームプ
レイを介してユーザに提供されるゲーム動作からの固有のものとすることができる。従っ
て、ユーザは、支払いを行う度に、風変わりかつお祭り的性質の固有のゲーム動作という
、ゲームを行うことでは得ることができないはずの利益を得ることができる。例えば、カ
ードリーダによって読み取られる出力装置を介してゲーム動作を提供することができる。
例えば、動的磁気ストライプ通信装置、ＲＦＩＤアンテナ、露出ＩＣチップ、或いはカー
ド又はその他の装置やリーダと通信するための他のいずれかの種類の装置により、カード
又は（携帯電話機などの）その他の装置上にゲーム動作を提供することができる。例えば
、オンライン購入の場合、カード上にディスプレイを設け、ユーザ選択によってカード上
に（特定のコードなどの）特定の数字が表示されるようにすることができる。このような
コードを、チェックアウト時にウェブサイト上のテキストボックスに入力して、ユーザの
所望のゲーム動作を表すことができる。従って、ゲーム動作をゲームサーバに通信し、ユ
ーザに代わってゲーム内でゲーム動作を行えるようにすることができる。このコードは、
セキュリティコードの利点をさらに提供することができ、オンライン又は店頭のチェック
アウト時に（クレジット又はデビットカード番号などの）支払いカード番号とともに入力
することができる。
【０００３】
　例えば、購入額に基づいて、ゲーム通貨を与えることができる。設定したゲーム通貨の
金額を、購入毎に与えることができる。ユーザは、例えばカード上のボタンを介して、ユ
ーザが望むゲーム通貨の種類を選択することができる。ボタンは、（容量式タッチボタン
などの）タッチボタンであっても、又は機械的ボタンであってもよい。例えば、ゲーム毎
に異なる仮想ゲーム通貨をゲームメーカーからの複数のゲームに提供することができ、ユ
ーザは、購入を行うことにより、ユーザが獲得したいと望む特定のゲームのための特定の
仮想ゲーム通貨を選択することができる。ゲームには、複数種の仮想ゲーム通貨を提供す
ることができ、ユーザは、そのゲームのための特定の仮想通貨を選択することができる。
【０００４】
　カードは、動的磁気ストライプ通信装置を含むことができる。このような動的磁気スト
ライプ通信装置は、磁気エンコーダ又は磁気エミュレータの形をとることができる。磁気
エンコーダは、磁気媒体上の情報を、磁気ストライプリーダが読み取れるように変更する
ことができる。磁気エミュレータは、磁気ストライプリーダにデータを直接通信する電磁
場を生成することができる。このような磁気エミュレータは、磁気ストライプリーダの読
取ヘッドに連続してデータを通信することができる。
【０００５】
　カードの表側及び裏側の全部又はほぼ全部を（双安定、非双安定、ＬＣＤ、ＬＥＤ、又
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はエレクトロクロミックディスプレイなどの）ディスプレイとしてもよい。ディスプレイ
の電極を１又はそれ以上の容量式タッチセンサに結合し、ディスプレイをタッチスクリー
ンディスプレイとして提供することができる。あらゆる種類のタッチスクリーンディスプ
レイを利用することができる。このようなタッチスクリーンディスプレイは、複数のタッ
チポイントを判定することができる。従って、カード表面の全体又はほぼ全体にわたって
バーコードを表示することができる。そうすることで、バーコードリーダなどのコンピュ
ータ視覚装置が、表示されたバーコードの読み取りにおいてエラーを起こしにくくなり得
る。
【０００６】
　カード又は（携帯電話又はコンピュータ装置などの）その他の装置は、動的情報を出力
するためのいくつかの出力装置を含むことができる。例えば、カードは、１又はそれ以上
のＲＦＩＤリーダ又はＩＣチップリーダにそれぞれ通信するための１又はそれ以上のＲＦ
ＩＤ又はＩＣチップを含むことができる。カードは、情報を受け取るための装置を含むこ
ともできる。例えば、ＲＦＩＤ及びＩＣチップは、いずれも情報を受け取って、ＲＦＩＤ
及びＩＣチップリーダにそれぞれ情報を通信することができる。無線情報信号を受け取る
ための装置を提供することもできる。情報を無線で受け取るための光感知装置又は音感知
装置を利用することもできる。カードは、（ＲＦＩＤ、ＩＣチップ及び動的磁気ストライ
プ通信装置などの）１又はそれ以上の出力装置を介して同時にデータを通信する中央プロ
セッサを含むことができる。中央プロセッサは、（ＲＦＩＤ、ＩＣチップ、動的磁気スト
ライプ装置、光感知装置及び音感知装置などの）１又はそれ以上の入力装置から同時に情
報を受け取ることができる。プロセッサを表面接点に結合して、例えばＥＭＶチップの処
理能力を実施できるようにすることができる。プロセッサは、カードの表面上に露出され
ないように、ラミネート加工を施して露出されないようにすることができる。
【０００７】
　カードには、起動すると動的磁気ストライプ通信装置を介して（例えば、カード上の読
取ヘッド検出器が読取ヘッドを検出した後に）コードが通信されるようにするボタンを提
供することができる。このコードは、例えば（支払機能などの）機能を示すことができる
。カードは、（例えば、カードのボタンへの）手動入力を介して、又は（例えば、光、電
磁通信、音声、又は他の無線信号などによる）無線送信を介してコードを受け取ることが
できる。コードを、ウェブページから（例えば、光及び／又は音を介して）カードに通信
することもできる。カードは、受け取ったコードをユーザに対して視覚的に表示できるよ
うなディスプレイを含むことができる。そうすることで、ユーザに、（磁気ストライプリ
ーダなどの）店頭設定又は（例えば、ディスプレイからコードを読み取り、このコードを
オンライン購入取引のチェックアウトページのテキストボックスに入力することによる）
オンライン設定の両方を介して、コードを選択して使用する方法を提供することができる
。このコードを、支払許可サーバなどのリモートサーバが受け取り、受け取ったコードに
基づいて異なる支払い処理を行うことができる。例えば、コードは、購入取引を許可する
ためのセキュリティコードであってもよい。コードは、（クレジットカード番号などの）
単一の支払口座番号を介したポイント払い、デビット払い、クレジット払い、分割払い又
は代金後払いによって購入が行われ、ユーザが利用したいと望む支払いの種類を選択する
ようにユーザ及び支払機能コードを識別するような支払機能を提供することができる。
【０００８】
　動的磁気ストライプ通信装置は、（コイルなどの）インダクタを含む磁気エミュレータ
を含むことができる。このコイルを介して電流を供給し、磁気ストライプリーダの読取ヘ
ッドと通信できる電磁場を生成することができる。駆動回路は、コイル内を流れる電流の
量を変動させて、磁気ストライプデータのトラックを磁気ストライプリーダの読取ヘッド
に通信できるようにすることができる。例えば、周波数／二重周波数（Ｆ２Ｆ）符号化ア
ルゴリズムに従って電流の流れを有効又は無効にするための（トランジスタなどの）スイ
ッチを提供することができる。そうすることで、データビットを通信することができる。
【０００９】
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　動的磁気ストライプ通信装置は、（二層フレキシブルプリント回路基板などの）多層基
板上に実装することができる。その後、各層にワイヤセグメントを含め、このワイヤセグ
メントを層の相互接続を通じて相互接続してコイルを形成することにより、動的磁気スト
ライプ通信装置により通信すべき各情報トラックのためのコイルを提供することができる
。例えば、動的磁気ストライプ通信装置は、磁気ストライプリーダの読取ヘッドハウジン
グに含まれる２つの異なる読取ヘッドに２つの情報トラックを通信できるように２つのコ
イルを含むことができる。動的磁気通信装置は、例えば磁気ストライプリーダの読取ヘッ
ドハウジングに含まれる３つの異なる読取ヘッドに３つの情報トラックを通信できるよう
に３つのコイルを含むこともできる。
【００１０】
　例えば、人又は装置などの外部オブジェクトの存在を感知するための１又はそれ以上の
検出器を提供し、外部オブジェクトとの通信シーケンスの開始をトリガすることができる
。次に、この感知した外部オブジェクトの存在をカードに通信し、カードと外部オブジェ
クトの間の情報の交換を指示することができる。従って、カードは、カードとカードに実
装されたさまざまなＩ／Ｏ装置との間の情報交換のタイミングの態様を決定することもで
きる。
【００１１】
　感知した外部オブジェクト又は装置の存在は、検出されたオブジェクト又は装置の種類
を含むことができ、従って検出されたオブジェクト又は装置との、使用する通信の種類を
判断することができる。例えば、検出されたオブジェクトは、このオブジェクトが磁気ス
トライプリーダの読取ヘッドハウジングであるという判断を含むことができる。例えば、
このような識別検出によって動的磁気ストライプ通信装置が起動し、磁気ストライプリー
ダの読取ヘッドに情報が通信（例えば、電磁的に通信）されるようにすることができる。
【００１２】
　（ＰＶＣ又は非ＰＶＣポリマーなどの）２つのポリマー層間に電子部品を組み込むこと
ができる。これらの２つの層間には、１又はそれ以上の液体ポリマーを提供することがで
きる。例えば、ポリマー（又はその他の材料）間の反応、温度を介して、又は（紫外線又
は青色スペクトル光などの）光を介して（単複の）液体ポリマーを硬化させ、２つのポリ
マー層間に電子部品を組み込んでカードが形成されるようにすることができる。
【００１３】
　支払いカードは、ユーザが実装したいと望むゲーム機能を示す情報を受け取ることがで
きる。支払いカードは、このゲーム機能を示す情報を、カード又はユーザ選択に関連する
支払いカードデータとともに通信することができる。この支払いデータ及びゲーム情報を
、例えば許可サーバに送ることができる。許可サーバは支払いを許可し、この許可した支
払に基づいて、ゲームサーバにゲーム情報を通信することができる。ゲームサーバは、こ
のゲーム情報を利用してゲームに影響を与えることができる。ゲーム情報は、例えば支払
いカードデータが許可サーバに届く前に送ることができる。小売商の精算において、ゲー
ム動作に関連する購入に不渡りが生じると、ゲーム動作を無効にし、又は（ユーザのゲー
ムに負の影響を与えるゲーム動作などの）異なるゲーム動作を実施することができる。ゲ
ーム動作は、精算時に、例えば支払取引に不渡りが伴わないことを確認した上で実施する
ことができる。
【００１４】
　カードは、１又はそれ以上のプロセッサ、１又はそれ以上のボタン、メモリ、及び１又
はそれ以上のディスプレイを含むことができる。プロセッサは、例えば、インセンティブ
、賞金、報酬及び／又は（クーポンなどの）プロモーションに関連し得る情報を処理し、
このような情報をカードのメモリに記憶することができる。従って、例えば、ユーザは、
（例えば、ボタンを押すことによって）カードに手動入力を行って、カードに通信されて
詳細がカードのディスプレイ上に表示されたクーポンを即座に購入、償還、又は利用する
ことができる。ユーザは、例えばカード上のボタンを押して、購入のために提供されたク
ーポンの購入及び償還を行うことができる。ユーザは、例えばカード上のボタンが押され
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た後に、カードのディスプレイによってクーポンの購入及び償還に関する情報が提供され
るようにすることができる。ユーザは、例えばクーポンの購入及び償還に関する情報を（
電子メール又は携帯電話のテキストメッセージなどを介して）自動的に受け取ることがで
きる。
【００１５】
　カード所有者は、例えばクーポン会社が提供できるクーポンスキームに登録した加入者
とすることができる。カード所有者は、例えばこのようなクーポンプロモーション及び配
信スキームによって生じたクーポンの購入価格が、カード所有者のカードに関連する（引
き落とし口座又はクレジット口座などの）口座から自動的に引き落とされる（例えば、請
求される）ことに同意したものとすることができる。
【００１６】
　カード所有者は、例えばカード所有者のカードが小売商の通信装置（ＲＦＩＤ装置など
）の通信距離内を通過した時に、小売商が作成したクーポンオファーについての通知を受
け取ることができる。例えばカード対カードの通信を介して（例えば、ＲＦＩＤ、ＩＲ、
パルス光、又はタッチセンサ式通信を介して）、１又はそれ以上のカードにクーポンを渡
すこともできる。
【００１７】
　或いは、カード所有者は、カードに（ボタンを押すことなどの）手動入力を行ってクー
ポンオファーの通知を取得することもできる。カード所有者は、存在する可能性のあるあ
らゆるクーポンオファーの通知を求めて（モバイル装置などを介して）カードが（インタ
ーネットなどの）ネットワークにアクセスできるようにすることができる。通知は、例え
ば装置のディスプレイ上に表示することができる。カード所有者は、例えばクーポンオフ
ァーに関連する詳細が装置の同じ又は異なるディスプレイによって表示された時に、これ
らの詳細を確認することができる。
【００１８】
　クーポンは、ソーシャルネットワーク及び／又はソーシャルゲームを介して共有するこ
とができる。例えば、（インターネット又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応ローカ
ルネットワークなどの）ネットワーク接続を介してクーポンを共有する（例えば、ソーシ
ャルグループの１人又はそれ以上のメンバに伝える）ことができる。例えば、（モバイル
装置などの）１又はそれ以上のカード間のテキストメッセージサービスを利用してクーポ
ンを共有することができる。ソーシャルネットワーキングゲームを通じ、例えばそのメン
バ間のやりとりに基づいてクーポンを伝えることができる（例えば、クーポン会社がゲー
ムをホストし、ソーシャルネットワークグループのメンバ間に生じる参加の量及び／又は
質に少なくとも部分的に基づいてクーポン配信が行われるようにすることができる）。
【００１９】
　（モバイル装置などの）カードは、光パルスを感知できるセンサを含むことができる。
例えば、カード又はモバイル装置は、一連の光パルスを受け取ると、この光パルスをデー
タビットとして解釈することができる。このようなデータビットは、例えば、特定の小売
商、クーポン会社及び／又はカード発行会社が提供できるクーポン情報を表すことができ
る。
【００２０】
　この結果、例えば、カード所有者は、自身のカードを（ＴＶのディスプレイ又はレジの
モニタなどの）小売店の装置に押し当てることができる。ディスプレイのプログラム部分
は、一連の光パルスを提供することができ、これをカード所有者のカードが、例えば小売
商、カード発行会社及び／又はクーポン会社からのクーポンオファーに関連し得る一連の
データビットとして検出することができる。カード所有者のカードにデータビットがダウ
ンロードされると、カードのプロセッサは、このデータビットをクーポンメッセージ（例
えば、クーポンの提供）として解釈し、このクーポンオファーをカードのディスプレイ上
に表示することができる。
【００２１】
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　カード所有者は、例えばカードのディスプレイが表示しているクーポンオファーに応答
してカード上のボタンを押すことができる。このようなボタンの押下により、カード所有
者がクーポンを購入することに同意したことを肯定応答することができる。或いは、カー
ド上の別のボタンを押して、カード所有者によるクーポンオファーの拒絶を示すこともで
きる。
【００２２】
　クーポンオファーを受け入れると、例えば、カード所有者のカードに関連し得るカード
所有者の（引き落とし口座又はクレジット口座などの）口座からクーポンの購入価格を引
き落とすことができる。カード所有者は、例えば小売店で（又は小売商のウェブサイトか
ら）購入取引を進めることができ、このようなクーポンにより提供されるありとあらゆる
割引を償還することができる。
【００２３】
　カード所有者は、例えばカード所有者のカードのディスプレイ上に表示されたメッセー
ジに応答してカード上のボタンを押すことができる。例えば、小売商の店頭装置は、取引
の完了前にカード所有者のカードと（ＲＦＩＤ、ＩＲ、パルス光、及び／又は電磁通信な
どを介して）通信して、カードがカード所有者にメッセージを表示するようにすることが
できる。このようなメッセージにより、例えばカード所有者の（個人情報、人口学的情報
又は社会経済的情報などの）情報の一部を小売商及び／又は小売商の加盟店と共有する機
会に対して（例えば、ボタンを押すことにより）許可を行うか、或いは（例えば、別のボ
タンを押すことにより）許可を行わないかをカード所有者に問い合わせることができる。
【００２４】
　取引の完了後に、例えばカード所有者のカードを取引情報で更新することができる。例
えば、小売商の店頭装置は、カード所有者のカードにクーポン償還情報を通信することが
できる。例えば特定のクーポンが償還された旨の情報、又は部分的な償還が行われた旨の
情報でカード所有者のカードを更新することができる。或いは、例えば同じ小売商での次
回の購入のためにカードにクレジット金額を保持できる旨の情報でカード所有者のカード
を更新することもできる。
【００２５】
　（カード発行会社などの）クーポン会社は、例えば小売商が与えたクーポンに関して小
売商と清算を行うことができる。クーポン会社と小売商の間の清算が完了すると、例えば
クーポンが提供する割引に等しい金額をカード所有者の口座に振り込むことができる。カ
ード所有者の口座に振り込まれる額は、例えばクーポンの購入価格を上回ってもよい。小
売商は、例えばカード所有者により購入されたクーポンを、その同じカード所有者による
将来的な購入のためのクーポンの提供と組み合わせることができる。
【００２６】
　クーポン会社は、例えばクーポンを小売店で使用できるようにすることができる。クー
ポン会社は、例えば最低数のカード所有者がクーポンを受け入れて購入した場合にのみ、
小売店でクーポンを使用できるようにすることもできる。例えば、（ソーシャルネットワ
ークグループなどの）カード所有者のグループにインセンティブを与え、特定の小売商か
らクーポンオファーを受け取ることを見込んで互いにその小売商でショッピングを行うよ
うに促すことができる。従って、例えば、各それぞれのカード所有者は、小売商の見込み
販売量を増やすとともに、顧客となったカード所有者の各々がクーポンを受け取る可能性
が高くなるように、１又はそれ以上のカード所有者が特定の小売商の顧客になるように促
すことができる。
【００２７】
　（カード発行会社などの）クーポン会社は、例えばカードに基づくクーポン所有者が特
定の小売店又はその小売店のグループにおける購入をプールできるインセンティブを提供
することができる。この結果、例えばカード所有者のグループに、１又はそれ以上の小売
商の顧客になるようにさらに奨励することができる。
【００２８】
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　ソーシャルネットワークグループの各メンバは、例えば特定のコード又は特定のビット
シーケンスによって識別することができる。このようなコードを、例えばカード所有者の
カードの動的磁気ストライプ通信装置により、小売商の店頭装置に（任意のデータなどの
）電磁情報として通信することができる。追跡システム（例えば、小売商の店頭装置、カ
ード発行会社及びクーポン会社のネットワークによる組み合わせ）により、例えば（ソー
シャルネットワークグループなどの）グループの各メンバが行う各取引を追跡することが
できる。例えば、小売商は、ソーシャルネットワークグループにより、閾値購入数（又は
購入価格）の取引が行われた後に、クーポン会社がクーポンオファーを行うようにするこ
とができる。このようなクーポンオファーを、例えばこの小売商の顧客になった謝礼とし
てソーシャルネットワークグループの各メンバに広めることができる。
【００２９】
　特定の小売商が提供する割引は、例えばその小売商に惹かれる可能性のあるカード所有
者の人数に依存することができる。従って、例えば、クーポンの償還価値は、このような
クーポンを償還したいと望む顧客の人数に依存することができる。例えばクーポン会社が
最低割引を保証して、顧客になったカード所有者が、全ての適格カード所有者に対してク
ーポン会社が提供できる少なくとも最低割引に慰めを見出せるようにすることができる。
【００３０】
　カード所有者は、カード上で（ボタンを押すことなどの）手動入力を行って、例えば将
来的な購入に対してカード所有者にクーポンが提供されるように小売商に要求することが
できる。例えば、小売店における取引中にカードの動的磁気ストライプ通信装置が磁気ス
トライプリーダの読取ヘッドと通信した時に、ボタンを押すことによって（クーポン要求
を表す任意のデータなどの）追加データを生成させることができる。
【００３１】
　このような追加データにより、例えば取引中又は取引後のある時点で小売商によってク
ーポンオファーが生成され、カード所有者に提供されるようにすることができる。或いは
、小売商が、このようなクーポン要求を累積することもできる。小売商が最低閾値のクー
ポン要求を受け取った後、例えばクーポン会社は、クーポンの配信について小売商と交渉
することができる。要求したクーポンが配信されると、クーポンを受け取るカード所有者
は、要求したクーポンの最低限の割合を所与の時間にわたって償還することに同意するこ
とができる。要求したクーポンの最低限の割合が、例えば所与の期間内に償還されないこ
ともある。この結果、例えば非償還の罰則を課すことができる。
【００３２】
　例えば、クーポンを（紙形式などの）物理形式で生成して配信することができる。例え
ば、クーポンを（ｅクーポンなどの）電子形式で生成して配信することもできる。ｅクー
ポンの電子配信は、例えばあらゆる数の電子フォーマットで行うことができる。例えば、
事前にクーポン会社に登録している顧客に対して（電子メール又は小売商のウェブサイト
などを介して）ｅクーポンを電子的に配信することができる。或いは、例えばカード上の
プロセッサが解釈できる光パルスをｅクーポンデータとして使用して、ｅクーポンをカー
ド所有者のカードにダウンロードすることもできる。例えば、それぞれのカードのタッチ
センサ式ディスプレイ及びタッチシミュレーティングディスプレイを介して、電子クーポ
ンをカードからカードに転送することもできる。
【００３３】
　ｅクーポンの要求、生成、配信及び／又は使用は、例えば店頭で行うことができる。カ
ード所有者は、自身のカード上のボタンを押して、例えばクーポンを受け取りたいという
カード所有者の要望を示す（電磁情報などの）情報を通信することができる。この取引に
より、例えば顧客がクーポンを受け取るように適格化することができる（例えば、このク
ーポン要求は、顧客が適格化クーポンを受け取るように適格化するのに必要な最低数のク
ーポン要求の最後を表すことができる）。
【００３４】
　例えば、小売商の店頭端末を介して取引を行う小売商にこのような適格性を送信するこ



(13) JP 2013-543605 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

とができる。カード所有者は、適格化されると、自身のカードを小売商の店頭端末に押し
当てて、クーポンを示すデータを受け取ることができる（例えば、店頭端末は、カード上
のプロセッサが受け取ってクーポンデータとして解釈できる一連の光パルスを介してデー
タを通信することができる）。
【００３５】
　カード所有者は、例えば取引を行っている小売商以外の小売商にクーポンを要求するこ
ともできる。例えば、カード所有者は、取り引きしている小売商と同じ又は同様のカテゴ
リ内の小売商にクーポンを要求することができる。例えば、あるガソリンスタンドからガ
ソリンを購入しているカード所有者は、このガソリンスタンドに、将来的に異なる小売店
で使用する割引されたオイル交換のためのクーポンを要求することができる。
【００３６】
　カードは、例えば将来的に使用するための１又はそれ以上のクーポンを収集して記憶す
ることができる。カード上の１又はそれ以上のボタンを使用して、例えばカードに記憶で
きる対応する１又はそれ以上のクーポンの償還を要求することができる。１つのボタンを
何回も押して、例えばカードに記憶できるクーポンのリストを繰り返し表示することがで
きる。カードのディスプレイを使用して、例えばカードに記憶できる各クーポンに関連す
る指標を表示することができる。カードの第２のディスプレイを使用して、例えばカード
に記憶できる各クーポンに関連する詳細を表示することができる。
【００３７】
　クーポンは、例えばクーポンに関連する有効期限を有することができる。従って、例え
ばカードのプロセッサは、カードに記憶された各クーポンの有効期限を追跡し、期限の過
ぎたクーポンをカードのメモリから除去することができる。また、カードのディスプレイ
は、１又はそれ以上のクーポンの期限が切れるようにスケジュールされている旨の指標を
カードのユーザに提供することにより、クーポンが使用できなくなる前に１又はそれ以上
のクーポンを使用するようにカード所有者を促すことができる。
【００３８】
　クーポン使用により、例えばカード所有者に即座に入金を行うことができる。例えば、
小売商取引システムは、支払許可メッセージを傍受して、店頭における購入価格に対して
その場での割引を有効にすることができる。或いは、例えばクーポン会社とのバッチ処理
清算を延べ払い方式で行い、カード所有者が次の口座取引明細上でクレジットを受け取る
ようにすることもできる。
【００３９】
　強化型支払いカードなどの強化型カード又はその他の装置は、本日の買得品に関連する
ボタンを含むことができる。ユーザは、本日の買得品を示す情報を、直接又は別の装置を
介してカードに受け取ることができる。例えば、ユーザは、携帯電話機又はカード上に、
テキストメッセージ、電子メール、又は本日の買得品を示すアプリケーションに対する情
報更新を受け取ることができる。本日の買得品は、特定の小売商、小売商のグループ、及
び／又は小売商の種類における特定の割引とすることができる。（特定のアイテム又はサ
ービスの購入などの）特定の種類の購入に対して割引を行うことができる。ユーザは、本
日の買得品の適用を受けた店頭購入を行うことができる。ユーザは、チェックアウト時に
、カード又はその他の装置上で、本日の買得品を取得したいというユーザの要望を示すオ
プションを選択することができる。
【００４０】
　この選択に関連する情報をカードリーダに通信することができる。例えば、カード上の
動的磁気ストライプ通信装置により提供される磁気ストライプデータに、選択を示す情報
を含めることができる。別の例として、携帯電話上のＲＦＩＤアンテナにより提供される
ＲＦカードリーダへのＲＦデータに選択を示す情報を含めることができる。
【００４１】
　処理において、このデータを受け取って処理し、ユーザが本日の買得品機能を利用した
いと望んでいたことを確認することができる。そうすることで、ユーザに買得品を提供し
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、この買得品のパラメータに従って取引を処理することができる。この処理では、取引の
全部又は一部が本日の買得品に対して適格であるかどうかを判定することができる。
【００４２】
　本日の買得品は、例えば（約２０～５２時間などの）一定期間にわたって有効とするこ
とができる。本日の買得品は、（毎日などの）定期的に変更することもできる。複数の本
日の買得品を提供することで、ユーザが本日の買得品の機会をより多く得るようにするこ
とができる。例えば、異なる小売商タイプに対して異なる本日の買得品を提供することが
できる。例えば、ある日には、あるガソリンスタンドが本日の買得品を有することができ
、別の日には、別のガソリンスタンドが本日の買得品を有することができる。
【００４３】
　あるユーザに対する本日の買得品を決定するために、ユーザの居住場所を利用すること
もできる。将来的な本日の買得品を決定するために、ユーザが最後に又は前回購入を行っ
た場所を少なくとも部分的に利用することもできる。
【００４４】
　ユーザは、ウェブブラウザを利用してサイトを訪問し、毎日このサイト上で、自身のカ
ード又は装置に関連付けるための本日の買得品を選択することができる。従って、複数の
本日の買得品をユーザに提供し、ユーザは、本日の買得品を毎日１つ選択することができ
る。これらの様々な本日の買得品は、定期的に変更することができる。ユーザは、カード
又はその他の装置上のボタンを押して、このカード又は装置から情報をアップロードする
ことにより、複数の本日の買得品から１つの本日の買得品を選択することもできる。この
ような情報は、例えば装置内に設けられる携帯電話チップ及びアンテナから通信すること
ができる。
【００４５】
　本日の買得品は、１回使用の本日の買得品であっても、又は複数回使用の本日の買得品
であってもよい。本日の買得品の利用に費用を関連付けることができる。本日の買得品は
、認証又は清算において処理することができる。本日の買得品は、取引の精算後にこの取
引に適用することができる。例えば、クレジットカードによる取引が精算され、ユーザの
クレジットカード明細に載った後に、（クレジットカード発行会社などの）カード発行会
社が本日の買得品を処理することができる。
【００４６】
　次に、カード発行会社は、本日の買得品サービ小売商にスの提供者又は本日の買得品を
受け取った小売商から支払いを得ることができる。本日の買得品サービスの提供者は、例
えば小売商に金額を請求することができる。
【００４７】
　カード又は（携帯電話機などの）その他の装置上でチェックインオプションを選択して
、小売商の場所におけるユーザのチェックイン要望を示す情報を、（例えば、磁気ストラ
イプデータ、ＲＦＩＤデータ、又はその他の金融取引データを介して）例えば購入取引中
に小売商の端末に通信することができる。この小売商の場所におけるユーザのチェックイ
ン要望をリモートサーバに提供することができる。リモートサーバは、受け取ったチェッ
クインデータを利用して、例えばオンラインソーシャルゲーム又はオンラインソーシャル
情報サイトなどのサードパーティサービスを提供することができる。従って、サードパー
ティサービスは、特定の小売商の場所におけるユーザのチェックイン要望を、オンライン
ゲーム又は情報サービスの一部として利用することができる。このようにして、ユーザは
、ある店でアイテムを購入する以外に何もすることなく、その店でチェックインすること
ができる。
【００４８】
　リモートサーバは、チェックイン機能を利用する消費者を様々な方法で識別することが
できる。例えば、ユーザは、支払いカード上のチェックインボタンを押して、小売商の場
所におけるユーザのチェックイン要望を示す情報を支払メッセージとともにカードからカ
ードリーダに通信することができる。この支払メッセージは、例えば支払いカードの口座
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番号及び関連する任意のデータを含むことができる。カード発行会社から離れたサーバな
どのリモートサーバは、この支払口座番号を利用してユーザを識別し、購入取引を認証し
、ユーザのチェックイン要望についての情報をチェックインサービスに送ることができる
。
【００４９】
　チェックインサービスには、消費者の識別情報を通信することもできる。例えば、口座
番号を通信することもでき、又は例えばカード発行会社が口座番号を利用してその他の識
別情報を取り出し、このその他の識別情報をチェックインサービスに送信することもでき
る。その後、チェックインサービスは、例えば消費者の識別情報及びチェックイン情報を
利用することができる。例えば、ソーシャル情報サイトは、その消費者のプロファイルを
有することができ、ユーザが入った小売商の場所の様々な場所及び時間をリストすること
ができる。カード発行会社は、小売商の場所を特定し、又は小売商に関する受け取った情
報をチェックインサービスプロバイダに提供することもできる。そうすることで、チェッ
クインサービスプロバイダは、小売商の場所を特定することができる。或いは、例えば、
カード又はその他の装置は、追加の消費者識別情報を含むことができ、この情報を、取引
中にカードリーダに提供することができる（例えば、この情報を任意の磁気ストライプデ
ータに含めることができる）。
【００５０】
　小売商の場所は、例えば、（ガソリンスタンドなどの）一般的な種類の店舗、（Ｗａｌ
ｍａｒｔなどの）小売商の名称、（Ｗａｌｍａｒｔ、ペンシルバニア州などの）店舗の具
体的な名称と店舗の大まかな場所、又は（Ｗａｌｍａｒｔ、Ｒｏｂｉｎｓｏｎ　Ｔｏｗｎ
　Ｃｅｎｔｅｒ、ペンシルバニア州ピッツバーグなどの）店舗の場所とすることができる
。カード又はその他の装置上には、複数のチェックインオプションを提供することができ
る。例えば、カード又はその他の装置は、小売商においてチェックインすること、又は小
売商においてチェックインし、購入取引を完了することのオプションを含むことができる
。従って、リモートサーバは、特定の小売商の場所に対してチェックインが行われた場合
、この小売店に特定の消費者が存在することを示すことができる。リモートサーバは、こ
の小売商及び購入に対してチェックインが行われた場合、特定の消費者が購入を行ったこ
と及び（９８．５０ドルなどの）購入総額を示すこともできる。
【００５１】
　小売商の端末は、例えば、カードから（カード所有者の情報などの）情報を収集し、カ
ードから受け取った情報と小売商情報を組み合わせることができる。この複合情報を、例
えばルーティングサーバに提供することができる。ルーティングサーバは、例えばこの複
合情報をネットワークに提供することができる。このネットワーク上のネットワークエン
ティティは、例えばネットワークエンティティが行うことができる活動を消費者が追跡す
る支援として、この複合情報を受け取り、累積し、操作することができる。
【００５２】
　カードは、例えば、カード所有者が望む情報交換のレベルをカード所有者が選択できる
ようにする１又はそれ以上のチェックインオプションを提供することができる。例えば、
ユーザは、例えば店頭取引中に小売商の端末とカード所有者情報を共有したいと望まない
場合、チェックインオプションを起動しなくてもよい。カード所有者情報は、例えばリモ
ートサーバに記憶して、購入取引時にカード所有者が望むあらゆる設定に従って購入取引
の結果として情報が利用されることをカード所有者が望む場合にこれを利用することがで
きる。
【００５３】
　ユーザは、例えば店頭取引を行わずにカード所有者情報を小売商の端末に提供できるよ
うにするチェックインオプションを起動することができる。ユーザは、例えば店頭取引の
支援として要求され得る金融情報に加え、カード所有者情報を小売商の端末に提供できる
ようにするチェックインオプションを起動することができる。
【００５４】
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　ユーザは、例えば店頭取引中にカード所有者が自身の感情を提供できるようにするチェ
ックインオプションを起動することができる。例えば、ユーザは、店頭取引中に、ユーザ
が特に購入を気に入ったことを表現できるようにする「お気に入り」の感情を起動するこ
とができる。ユーザは、例えばカード所有者が幅広い聴衆と情報を共有できるようにする
チェックインオプションを起動することができる（例えば、ユーザは、カード所有者情報
を所定の聴衆に送ることができる）。
【００５５】
　情報は、例えばチェックインオプションを実行する１人又はそれ以上のカード所有者か
ら収集することができる。例えば、（ウェブサイトなどの）エンティティは、取引中にお
けるカード所有者情報の通信を含む、店頭取引中に提供できる１人又はそれ以上のカード
所有者に関連する情報を収集することができる。従って、例えば、ウェブサイトは、１又
はそれ以上のカード所有者の購入統計を追跡し、この統計を関心を持った団体（小売商及
びその他の商業団体など）が利用できるようにすることができる。
【００５６】
　ゲーム活動を支援することができる。例えば、ソーシャルネットワークのメンバがゲー
ム活動に参加することにより、各参加者のチェックイン活動に基づいてポイントを与える
ことができる。例えば、参加者が店頭でチェックインオプションを選択する度に、参加者
に一定数のポイントを与えることができる。例えば、（参加者が購入を特に気に入ったか
どうかなどの）店頭取引中に共有する情報量を増やした参加者には、より多くのポイント
数を与えることができる。参加者は、例えば店頭端末におけるゲーム活動中に与えられた
ポイントを償還するオプションを選択することができる。
【００５７】
　全体を通じて同じ参照番号が同じ構造要素を示す以下の図面とともに以下の詳細な説明
を検討すれば、本発明の原理及び利点をより明確に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図２】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図３】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図４】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図５】本発明の原理によって構成された装置を示す図である。
【図６】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図７】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図８】本発明の原理によって構成されたグラフィックユーザインターフェイスを示す図
である。
【図９】本発明の原理によって構成されたグラフィックユーザインターフェイスを示す図
である。
【図１０】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図１１】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図１２】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図１３】本発明の原理によって構成されたシステムを示す図である。
【図１４】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図１５】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図１６】本発明の原理によって構成された処理フロー図を示す図である。
【図１７】本発明の原理によって構成された処理フロー図を示す図である。
【図１８】本発明の原理によって構成された処理フロー図を示す図である。
【図１９】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図２０】本発明の原理によって構成されたモバイル装置を示す図である。
【図２１】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
【図２２】本発明の原理によって構成されたカードを示す図である。
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【図２３】本発明の原理によって構成されたシステムを示す図である。
【図２４】本発明の原理によって構成されたウェブサイトを示す図である。
【図２５】本発明の原理によって構成されたウェブサイトを示す図である。
【図２６】本発明の原理によって構成されたウェブサイトを示す図である。
【図２７】本発明の原理によって構成されたモバイル装置を示す図である。
【図２８】本発明の原理によって構成された処理フロー図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　図１に、例えば、ディスプレイ１１２を介して全体的に又は部分的に表示できる動的数
字を含むことができるカード１００を示す。動的数字は、例えば不変部分１１１などの不
変部分を含むことができる。不変部分１１１は、カード１００に印刷してもよく、エンボ
ス加工又はレーザエッチングしてもよい。カードには、複数のディスプレイを設けること
ができる。例えば、ディスプレイ１１３を利用して、動的セキュリティコードなどの動的
コードを表示することができる。また、ディスプレイ１２５を設けて、ロゴ、バーコード
、及び複数行の情報を表示することもできる。ディスプレイは、双安定ディスプレイであ
っても、又は非双安定ディスプレイであってもよい。（ユーザの氏名又はユーザ名などの
）ユーザ固有の情報、又は（カード発行日及び／又はカードの有効期限などの）カード固
有の情報などの情報を含むことができる不変情報１２０を含めることもできる。カード１
００は、ボタン１３０～１３４などの１又はそれ以上のボタンを含むことができる。この
ようなボタンは、機械的ボタンであっても、容量式ボタンであっても、又は機械的ボタン
と容量式ボタンの組み合わせであってもよい。カード１００は、ボタン１９９を含むこと
ができる。ボタン１９９を使用して、例えば、ユーザが通信したいと望む単一トラックの
磁気ストライプ情報を示す情報を、動的磁気ストライプ通信装置１０１を通じて通信する
ことができる。当業者であれば、関連する読み取りヘッド検出器が磁気ストライプリーダ
の読み取りヘッドの存在を検出した場合、（ボタン１９９などの）ボタンを押すことによ
り、装置１０１を通じて情報を通信できるようになると理解するであろう。ボタン１９８
を利用して、（例えば、ボタン１９８が押された後、及び読み取りヘッドがリーダの読み
取りヘッドを検出した後に）ユーザ選択を示す情報を通信する（例えば、２トラックの磁
気ストライプデータを通信する）ことができる。カード上に複数のボタンを設けて、各ボ
タンを異なるユーザ選択に関連付けることができる。光センサ１２７を設けて、例えば（
携帯電話機又はラップトップコンピュータのディスプレイなどの）ディスプレイから情報
を受け取ることができる。ディスプレイ１２５は、支払取引用の引き落とし口座、クレジ
ット口座、プリペイド口座又はポイント口座を使用するための通信を（例えば、動的磁気
ストライプ通信装置、ＲＦＩＤ、又は露出されたＩＣチップを介して）行うようにカード
に指示するオプションをユーザがディスプレイ上で（例えば、ボタンを介して）選択でき
るようにすることができる。ボタン１９８及びボタン１９９の各々は、例えば異なるゲー
ム動作及び／又は異なる仮想ゲーム通貨に関連することができる。例えば、ゲームが、ソ
ーシャルネットワーキングウェブサイトに組み込まれたオンラインマルチプレーヤー農業
ゲームであるとする。１つの動作は、例えば作物を収穫することであってもよい。別の動
作は、例えば動物を飼育することであってもよい。さらに別の動作は、例えばペットに餌
を与えることであってもよい。このようなゲームは、例えばゲーム機上で行われるゲーム
及び／又はオンラインで行われるゲームとすることができる。このようなゲームでは、例
えば、購入によって選択可能な収穫機能を除き、基礎となるゲームには万能な収穫又は餌
やり機能は提供されない。従って、例えば、基礎となるコンソール又はオンラインゲーム
には、個々の植物又は個々の動物を収穫するためのオプションしかない。従って、ユーザ
は、特定の種類のカードで支払いを行うことに対する利点としてこのような大掛りなゲー
ム動作を行うことにより、時間を節約することができる。そうすることで、例えば、ユー
ザは、購入を行うことにより、オンライン又はゲーム機上で行われる基礎となるゲームで
は取得できない固有のゲーム動作を取得することができる。また、例えば、ゲーム内で行
った場合には有料で行われたはずのゲーム動作を、支払取引によって無料で行うことがで
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きる。そうすることで、例えば、ユーザは、購入取引によって行われるゲーム動作を選択
した場合には、ユーザが（例えば、オンライン及び／又はゲーム機でゲームを行っている
間に）購入取引を伴わずにゲーム動作を行う場合とは異なる費用でゲーム動作を取得する
ことができる。例えば、購入により、（ランダムに選択される謎の仮想オブジェクトなど
の）仮想オブジェクトを取得するためのボタンをユーザに与えることができる。この仮想
オブジェクトの価値は、例えば固定金額に対応するものであってもよく、又は購入量に応
じた金額であってもよい。このような仮想商品は、ゲーム内では費用がかかる場合がある
ので、ゲームの仮想商品を異なる費用で又は無料で取得することを、このような機能を備
えたカードを使用する利点とすることができる。
【００６０】
　当業者であれば、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置などのあらゆる装置のデ
ィスプレイ上に、物理的支払いカードを仮想支払いカードとして提供できると理解するで
あろう。物理的支払いカード上のボタンを、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置
などのあらゆる装置上のボタンとすることができる。従って、例えば、（携帯電話などの
）装置が、（容量式タッチ画面上の仮想ボタンなどの）手動ユーザインターフェイスから
手動入力を受け取り、（ゲーム動作の選択などの）選択を示す情報を、（ＲＦベースの通
信装置などの）通信装置を介して（カードリーダなどの支払端末などの）別の装置に送信
することができる。
【００６１】
　当業者であれば、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置などのあらゆる装置のデ
ィスプレイ上に、物理的支払いカードを仮想支払いカードとして提供できると理解するで
あろう。物理的支払いカード上のボタンを、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置
などのあらゆる装置上のボタンとすることができる。従って、例えば、（携帯電話などの
）装置が、（容量式タッチ画面上の仮想ボタンなどの）手動ユーザインターフェイスから
手動入力を受け取り、（ゲーム動作などの）選択を示す情報を、（ＲＦベースの通信装置
などの）通信装置を介して（カードリーダなどの支払端末などの）別の装置に送信するこ
とができる。
【００６２】
　アーキテクチャ１５０は、あらゆるカードで利用することができる。アーキテクチャ１
５０は、プロセッサ１２０を含むことができる。プロセッサ１２０は、（ゲーム動作など
の）情報を記憶するためのオンボードメモリを有することができる。あらゆる数の構成要
素が、プロセッサ１２０に通信を行い、及び／又はプロセッサ１２０から通信を受け取る
ことができる。例えば、プロセッサ１２０に（ディスプレイ１４０などの）１又はそれ以
上のディスプレイを結合することができる。当業者であれば、特定の構成要素とプロセッ
サ１２０の間に構成要素を配置できると理解するであろう。例えば、ディスプレイ１４０
とプロセッサ１２０の間にディスプレイ駆動回路を結合することができる。プロセッサ１
２０には、メモリ１４２を結合することもできる。メモリ１４２は、特定のカードに固有
のデータを含むことができる。例えば、メモリ１４２は、（図１のカード１００などの）
カードのボタンに関連する任意のデータコードを記憶することができる。このようなコー
ドをリモートサーバが認識して、特定の動作をもたらすことができる。例えば、（オンラ
インゲームなどのゲームに結合されたリモートサーバなどの）リモートサーバによってゲ
ーム動作が行われるようにするコードをメモリ１４４に記憶することができる。各ゲーム
機能をボタンに関連付けることもできる。或いは、例えば、ユーザが、カードの表側のデ
ィスプレイ上で（例えば、リストをスクロールするボタンを使用して）プロモーションの
リストをスクロールすることもできる。ユーザは、手動入力インターフェイスを介して、
ディスプレイ１２５上の表示されたオプションに対応する支払いの種類をカード１００上
で選択することができる。選択された情報は、動的磁気ストライプ通信装置を介して磁気
ストライプリーダに通信することができる。また、選択された情報を、容量式センサ又は
その他の種類のタッチ感知式センサを有する（携帯電話機などの）装置に通信することも
できる。
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【００６３】
　カード１００は、例えばあらゆる数の光センサ１２７を含むことができる。光センサ１
２７を利用して、ディスプレイ画面又はその他の発光装置が、光を介して光センサ１２７
に情報を通信できるようにすることができる。
【００６４】
　アーキテクチャ１５０には、あらゆる数のリーダ通信装置を含めることができる。例え
ば、ＩＣチップリーダに情報を通信するためのＩＣチップ１５２を含めることができる。
ＩＣチップ１５２は、例えばＥＭＶチップであってもよい。別の例によれば、ＲＦＩＤリ
ーダに情報を通信するためのＲＦＩＤ１５１を含めることができる。また、磁気ストライ
プリーダに情報を通信するための磁気ストライプ通信装置を含めることもできる。このよ
うな磁気ストライプ通信装置は、磁気ストライプリーダに電磁信号を供給することができ
る。磁気ストライプリーダに異なる電磁信号を通信して、異なるトラックのデータを提供
することができる。例えば、電磁場発生器１７０、１８０及び１８５を含めて、磁気スト
ライプリーダに別個のトラックの情報を通信することができる。このような電磁場発生器
は、（軟磁性材料及び非磁性材料などの）１又はそれ以上の材料を巻き付けたコイルを含
むことができる。各電磁場発生器は、特定の磁気ストライプトラック用の磁気ストライプ
リーダの受信機に情報を連続的に通信することができる。読み取りヘッド検出器１７１及
び１７２を利用して、（磁気ストライプリーダの読み取りヘッドハウジングなどの）磁気
ストライプリーダの存在を感知することができる。この感知した情報をプロセッサ１２０
に通信して、プロセッサ１２０が、電磁場発生器１７０、１８０及び１８５から磁気スト
ライプリーダの読み取りヘッドハウジング内の磁気ストライプトラック受信機に情報を連
続的に通信するようにすることができる。従って、磁気ストライプ通信装置は、磁気スト
ライプリーダに通信される情報をいつでも変更することができる。プロセッサ１２０は、
例えば、ＲＦＩＤ１５１、ＩＣチップ１５２、及び電磁場発生器１７０、１８０及び１８
５を通じて、（購入許可サーバなどの）遠隔情報処理サーバに結合されたカードリーダに
ユーザ固有の情報及びカード固有の情報を通信することができる。プロセッサ１２０は、
駆動回路１４１を利用して、例えば電磁場発生器１７０、１８０及び１８５を制御するこ
とができる。
【００６５】
　アーキテクチャ１５０は、例えば光センサ１４３を含むこともできる。アーキテクチャ
１５０は、光センサ１４３から情報を受け取ることができる。プロセッサ１２０は、光セ
ンサ１４３が受け取った情報を判断することができる。
【００６６】
　図２に、例えばディスプレイ２３０及びインターフェイス２１０を含むことができるカ
ード２００を示す。インターフェイス２１０は、例えばディスプレイ２１５、２１６及び
２１７、並びにボタン２１１、２１２及び２１３を含むことができる。ディスプレイ２１
５は、ボタン２１１に関連することができる。ディスプレイ２１６は、ボタン２１２に関
連することができる。ディスプレイ２１７は、ボタン２１３に関連することができる。デ
ィスプレイ２３０を利用して、例えば、クレジットカード番号、デビットカード番号、ギ
フトカード番号、プリペイドカード番号、ポイントカード番号及び／又は他のいずれかの
カード番号などの１又はそれ以上の支払いカード番号の全部又は一部を表示することがで
きる。ボタン２１１～２１３に所定の動作セットを関連付けたカードを発行することがで
きる。このような動作は、ビデオゲームの一部を制御するゲーム動作に対応することがで
きる。ユーザは、支払いカードを申し込む時に、特定のゲームのための特定のカードを選
択し、このカードのための特定のゲーム動作を選択することができる。あるボタンのゲー
ム動作に関連する情報を、このボタン近くのディスプレイ上に表示することができる。あ
るボタンのゲーム動作に関連する情報を、このボタン近くのカード上に恒久的に提供する
こともできる。このような恒久的な表示は、印刷表示、エンボス加工表示、及び／又は刻
印表示の形をとることができる。ユーザは、特定のボタンのゲーム動作をオンラインで（
例えば、カード発行会社又はゲームプロバイダに関連するウェブサイトを介して）変更す
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ることができる。このような変更は、例えばバックエンドシステム上で行うことができる
。従って、例えば、リモートサーバは、カードから受け取った様々なメッセージの使用方
法を変更することができる。そうすることで、ユーザは、カードの操作を変更する必要な
くゲーム動作を変更することができる。このような変更は、例えばカード上で行うことが
できる。例えば、カードは、特定のボタンのゲーム動作を変更したいという要望を示す情
報を無線で（例えば、光及び／又は音を介して）受け取ることができる。この結果、この
カードは、各ボタンの用途を再構成し、異なる情報を表示し、特定のボタンが選択された
時に異なる情報を通信することができる。このような再構成命令は、手動でカードに（例
えば、カード上のボタンに手動入力されたコードを介して）通信することができる。例え
ば、カード２００の各ボタンを、ゲームプロバイダからの異なるゲームのゲーム動作に関
連付けることができる。ユーザは、ゲーム設定を変更し、この結果、ゲーム動作を追加、
削除又は修正したいと望むことができる。カード又はバックエンドを再構成する際に、ユ
ーザは、例えばユーザにカード２００が発行された後に発表されたゲームのゲーム動作を
追加することができる。
【００６７】
　ゲーム動作は、多くの形をとることができる。例えば、オンライン農業ビデオゲームは
、ゲーム内動作を提供することができる。支払取引中にカードがカードリーダに与えた命
令を受け取るサーバを介して、同じ又は異なる動作を行うことができる。具体的には、カ
ードは、特定のゲーム動作に対応する情報をカードリーダに通信することができる。この
情報をゲームサーバに提供して、ゲーム動作を実行できるようにすることができる。この
ようなゲーム動作は、例えば、全ての作物を栽培すること、全ての畑を耕すこと、又は所
定の、固有の、又はランダムに選択された種を使用して作物を植えることであってもよい
。
【００６８】
　図３に、カード３００を示す。カード３００は、ボタン３１１～３１５、ディスプレイ
３５０、データ受信装置３７０、永続情報３２０、及び動的磁気ストライプ通信装置３１
０を含むことができる。ディスプレイ３５０は、インターフェイス３９９などのグラフィ
ックユーザインターフェイスを含むことができる。グラフィックユーザインターフェイス
３９９には３つのオプションが提供される。ユーザは、あるオプションを選択した後で、
そのオプションに対応するボタンを選択することができる。各オプションは、ユーザが購
入を行った報酬として異なる仮想通貨を獲得できるようにするものであってもよい。獲得
される仮想通貨の金額は、例えば所定の金額、又は例えば購入額を含む数式に基づく金額
とすることができる。ユーザは、例えばコードを入力することにより、又は装置３７０か
ら（例えば、インターネットブラウザからの光を介して）情報を受け取ることにより、い
つでもカード上で仮想通貨の選択を変更することができる。従って、あるゲーマーの習慣
が変化した時に、このゲーマーは、例えばカードに関する自身の通貨報酬オプションを変
更することができる。仮想通貨報酬オプションは、同じゲーム及び／又は異なるゲームに
関連付けることができる。
【００６９】
　図４に、署名欄４１０及びディスプレイ４２０を含むことができるカード４００を示す
。ディスプレイ４２０上には、特定のゲーム動作を示すコードを提供することができる。
このコードは、セキュリティコードで入力することができる。例えば、ユーザは、自身の
購入によって仮想アイテムを取得することに関連するボタンを押すことができる。このよ
うなボタンは、カードの表側に設けることができる。カードの裏側には、購入によって仮
想アイテムを獲得したいというユーザの要望を示すとともに取引の認証に役立つように使
用されるセキュリティコードを表示することができる。この結果、ユーザは、このセキュ
リティ情報及びゲーム動作を表す動的セキュリティコードを使用することを通じて、オン
ライン購入を行いながらゲーム動作の利益を得ることができる。
【００７０】
　図５に、ハウジング５０２、ディスプレイ５１０、仮想カード５２０、物理ボタン５４
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０、並びに仮想ボタン５３０及び５３１を含むことができる装置５００を示す。装置５０
０は、例えば携帯電話機又はその他の装置とすることができる。ディスプレイ５１０は、
タッチセンサ式ディスプレイすることができる。当業者であれば、本明細書で提供するあ
らゆる物理的カードを、携帯電話機上に仮想カードとして提供できると理解するであろう
。例えば、物理ボタンは、仮想ボタンに対応することができる。装置５００は、例えば（
ＲＦＩＤ信号などの）非接触型又は（ＵＳＢ接続などの）接触型信号を介してカードリー
ダに情報を通信することができる。例えば、仮想ボタン５３０は、あるゲーム内のゲーム
動作に対応することができ、仮想ボタン５３１は、異なるゲーム内のゲーム動作に対応す
ることができる。
【００７１】
　図６に、インターフェイス６１０、ボタン６１１～６１３、ディスプレイ６１５～６１
７、及び光センサ６２０を含むことができるカード６００を示す。ディスプレイ６１５～
６１７は、ボタン６１１～６１３にそれぞれ対応することができる。ボタン６１１は、第
１のゲーム内のゲーム動作に関連することができる。ボタン６１２は、第２のゲーム内の
ゲーム動作に関連することができる。ボタン６１３は、この第２のゲーム内の第２のゲー
ム動作に関連することができる。当業者であれば、ゲーム動作の説明を一般的用語又は文
字とすることにより、例えば、ユーザが、インターネットブラウザを介してオンライン通
信を行い、カードから特定の情報を受け取った時に実行される機能を、カード自体を変更
する必要なく変更できるようにすることができると理解するであろう。従って、例えば、
ユーザがオンラインビデオゲームにログインした場合には、各支払いカードボタンが実行
する動作を必ずユーザに提供し、ゲームが進むにつれてユーザがこれらのボタンの機能を
変更できるようにすることができる。従って、ユーザのゲームセッションから情報を受け
取り、この情報を使用して、例えば小売商の場所の支払いカードリーダを通じてデータが
受け取られた時にカードの機能の実装を更新することができる。このようにして、特定の
小売商が固有のゲーム動作を提供できるようなプロモーションを提供することができる。
仮想バージョンの小売店を含むゲームでは、例えば、物理的な場所で物理的な購入が行わ
れた時に、仮想商品に対するゲーム内割引を行う様々な動作をこれらの仮想ストアから提
供することができる。従って、ユーザは、ゲーム内の仮想の小売商の場所に入り、この小
売商に関連する特定のゲーム機能をユーザのカードに割り当てることができる。
【００７２】
　図７に、例えば、ボタン７０１、ボタン７０２、永続情報７０３、及び動的磁気ストラ
イプ通信装置７１０を含むことができるカード７００を示す。例えば、カードが動作でき
るようにするための又はカードの動作を再構成するためのコードなどの情報をユーザから
受け取るために、ボタンアレイ７１１を実装することもできる。ボタン７０２又は７０２
は、恒久的に印刷された情報に関連することができる。このような印刷は、（「Ａ」又は
「Ｂ」などの）文字又は（「攻撃」及び「ブロック」などの）一般的用語を示すことがで
きる。従って、複数のユーザに標準的カードフォーマットを提供し、このようなユーザは
、カード上の特定のボタンにゲーム動作を容易に割り当てて、ボタンに関連する動作を容
易に思い出すことができる。例えば、ボタン７０１に文字「Ａ」を関連付け、ボタン７０
２に文字「Ｂ」を関連付けることができる。ユーザには、ボタン７０１のために選択すべ
き、文字「Ａ」から始まるゲームオプションのリスト（「Ａｔｔａｃｋ」（攻撃）、「Ａ
ｃｔｉｏｎ」（行動）又は「Ａｍｐｌｉｆｙ」（増幅）など）を提供することができる。
また、ユーザには、ボタン７０２のために選択すべき、文字Ｂから始まるゲームオプショ
ンのリスト（「Ｂｌｏｃｋ」（阻止）、「Ｂｕｙ」（購入）又は「Ｂｏｍｂ」（爆破）な
ど）を提供することができる。
【００７３】
　図８に、グラフィックユーザインターフェイス８００を示す。グラフィックユーザイン
ターフェイス８００は、例えばビデオゲームプロバイダのオンライビデオゲームプロバイ
ダ向けウェブサイト、ビデオゲームプロバイダのオンラインビデオゲームを実行するソー
シャルネットワーク、カード発行会社、カードネットワーク、又はその他のいずれかのウ
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ェブサイトのインターネットブラウザ表示とすることができる。ユーザは、グラフィック
ユーザインターフェイス８００を使用して、カードの動作を選択し、例えば光ボックス８
０７を介して対応する構成情報をカードに通信することができる。光ボックス８０７は、
構成情報を示す光パルスをカード上の１又はそれ以上の光センサに通信することができる
。例えば、カードの機能を変更するための情報が支払いの処理中にカードに通信されない
ように、ユーザの構成をバックエンドで実行することもできる。
【００７４】
　図９に、グラフィックユーザインターフェイス９００を示す。仮想ボタン９０３は、あ
るゲームの装置構成に対応することができ、仮想ボタン９０５は、異なるゲームの装置構
成に対応することができる。仮想ボタン９０３を起動することにより、光ボックス９１３
が情報を通信するようにすることができる。仮想ボタン９０５を起動することにより、光
ボックス９１５が情報を通信するようにすることができる。
【００７５】
　当業者であれば、ゲーム動作は、例えば、ゲーム通貨の獲得、固有のツール、武器、財
産の獲得、新たなレベルの解放、新たなレベルへの昇進、経験ポイントの獲得、ゲーム内
購入に関する割引の獲得、又はゲーム内で価値のある他のあらゆる仮想商品又は利益を含
むことができると理解するであろう。カードは、あらゆる数のボタンを有することができ
る。例えば、カードが４つのボタンを有し、これらの各々を異なるゲーム内で、そのゲー
ム内の利点をユーザに提供できるゲーム動作に関連付けることができる。カードをグルー
プ内でリンクさせることもできる。例えば、ゲーム内で互いに競い合うゲーマーグループ
（例えば、祖母、孫のグループ）は、そのグループの全てのユーザのために賞金を獲得す
ることができる。従って、祖母が購入を行うと、祖母自身とその孫の両方に対してゲーム
動作を獲得することができる。同様に、孫が支払いカード（又はその他のカード）を利用
すると、孫自身とその祖母の両方に対してゲーム動作を獲得することができる。また、カ
ードをリンクさせることで、選択したユーザにゲーム動作を提供することもできる。例え
ば、祖母のカードは、自身にゲーム動作を提供するためのボタン、又は自身のグループ内
の特定のユーザ（又は自身のグループ内の残りのユーザ）にゲーム動作を提供するための
ボタンを含むことができる。従って、ユーザは、誰にゲームの利点を与えるべきかを店頭
において決定することができる。例えば、別のユーザに提供されたゲームギフトをゲーム
上に表示して、これを受け取るユーザが、このゲームギフトを使用する前にその受け取り
を肯定応答する必要があるようにすることができる。
【００７６】
　ゲーム内のゲーム動作は、カードに対する指示を達成するために利用することができる
。例えば、特定レベルのゲームを解放すること、又はゲームの特定の側面に成功すること
で、ゲームが特定の解放コードを提供するようにすることができる。このような解放コー
ドにより、カードが購入者に新たな機能を提供できるようにすることができる。同様に、
この拡張機能を得るためにユーザがカードと対話する必要がないように、この機能をバッ
クエンドで実行することもできる。同様に、例えば、カード発行会社のウェブサイトにユ
ーザが利用できるように提供されるゲームプロバイダのウェブサイト又はゲームシステム
上でゲームをしている間に成果を達成した償還に、プロモーション、ステートメントクレ
ジット、及び／又は割引を獲得することもできる。この結果、例えば、ゲーマーとカード
発行会社の間のやりとりを増やすことができる。ユーザが店で仮想のゲーム通貨を使える
ようにするボタンを提供することもできる。従って、ユーザは、大量のゲーム通貨を購入
し、ボタンを押してカード発行会社が支払いの清算を行うようにすることができるが、こ
の通貨はゲームプロバイダによって払い戻される。その後、例えばゲームプロバイダが、
ある変換式に基づいて仮想通貨を現実の通貨に償還する。このような変換式は、変換手数
料を含むことができる。また、多くの購入が行われた場合及び／又は（年間総額などの）
総購入額が増えた場合に、カード及び／又はゲームにさらなる機能を提供することもでき
る。カードを構成するための新しいコードを提供してもよく、或いは、例えばバックエン
ドでカードを構成する方法に関するより多くのユーザ選択を提供してもよい。従って、カ



(23) JP 2013-543605 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

ードを使用して使うお金が多いユーザには、カードを使用して使うお金が少ないユーザよ
りも価値の高いゲーム動作を提供することができる。
【００７７】
　図１０に、例えば（ディスプレイ１００６などの）ディスプレイを使用して全体的又は
部分的に表示できる動的番号を含むことができるカード１０００を示す。動的番号は、例
えば不変部分１００４などの不変部分と、例えば動的部分１００６などの動的部分とを含
むことができる。カード１０００は、不変部分１００４を有する動的番号を含むことがで
き、不変部分１００４は、カード１０００の観察者に見えるようにカード１０００に組み
入れることができる。例えば、印刷、エンボス加工、レーザエッチングなどなどのラベリ
ング技術を利用して、不変部分１００４を可視的に実装することができる。
【００７８】
　カード１０００は、（ディスプレイ１００８などの）第２のディスプレイを介して全部
又は一部を表示できる第２の動的番号を含むこともできる。ディスプレイ１００８を利用
して、例えば動的セキュリティコードなどの動的コードを表示することができる。カード
１０００は、ロゴ及びバーコードなどの図形情報を表示するために使用できる第３のディ
スプレイ１０２２を含むこともできる。第３のディスプレイ１０２２を利用して、複数行
及び／又は列の文字及び／又は図形情報を表示することもできる。例えば、ディスプレイ
１０２２を利用して、カード１０００のメモリに記憶できる（ｅクーポンデータなどの）
データを示す情報を表示することができる。
【００７９】
　当業者であれば、ディスプレイ１００６、１００８及び／又は１０２２のいずれか１つ
又はそれ以上を双安定ディスプレイとして実装できると理解するであろう。例えば、ディ
スプレイ１００６、１００８及び／又は１０２２上に提供される情報は、少なくとも２つ
の異なる状態（電源オン状態及び電源オフ状態など）で安定することができる。ディスプ
レイ１００６、１００８及び／又は１０２２のいずれか１つ又はそれ以上を非双安定ディ
スプレイとして実装することもできる。例えば、このディスプレイは、非双安定ディスプ
レイに印加される動作電力に応答して安定する。同様に、ＬＣＤ又はエレクトロクロミッ
クなどのその他のディスプレイタイプを提供することもできる。
【００８０】
　カード１０００には、カード所有者名又はユーザ名などのユーザ固有の情報を含むこと
ができる永続情報１０２０などのその他の永続情報を含めることもできる。永続情報１０
２０は、例えばカード１０００に固有の情報（カード発行日及び／又はカード使用期限な
ど）を含むことができる。情報１０２０は、例えば、カード所有者及びカード１０００の
両方に固有の情報を含む情報を表すことができる。
【００８１】
　カード１０００は、ボタン１０１０～１０１８などのいずれか１つ又はそれ以上のデー
タ入力装置を介してユーザ入力データを受け付けることができる。ボタン１０１０～１０
１８を含めて、機械的歪み、接触又は接近を通じたデータエントリを受け付けることがで
きる。ボタン１０１０～１０１８は、例えば、光度、圧力の大きさ、又は電界及び／又は
磁界強度の誘起変化及び／又は偏差に応答することができる。このような情報交換を、カ
ード１０００のプロセッサによりデータ入力として判断し処理することができる。
【００８２】
　例えば、１又はそれ以上のボタン１０１０～１０１８を起動して、カード１０００のメ
モリに記憶できる１又はそれ以上の対応するｅクーポンに関連し得る表示を（ディスプレ
イ１０２２などの）ディスプレイ上に表示することができる。或いは、例えば、（ボタン
１０１０などの）単一のボタンを複数回押して、１又はそれ以上のｅクーポンに関連し得
るデータを連続表示することができる。例えば、他のボタンを押して、カード１０００の
メモリに記憶できる各ｅクーポンに関する詳細を取得することができる。当業者であれば
、ｅクーポンは、いずれかの小売商及び／又はいずれかのクーポン会社により提供される
いずれかのプロモーション、インセンティブ、賞金及び／又は報酬を表すことができると
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理解するであろう。
【００８３】
　ボタン１０４９を提供して、例えば本日の買得品機能に関連付けることができる。（毎
日などの）定期的に、異なる本日の買得品をユーザに提供することができる。ユーザは、
例えば、ユーザの携帯電話機及び／又はカードの更新を受け取ることにより、本日の買得
品を確認することができる。ユーザは、ユーザの本日の買得品をユーザに提供できるウェ
ブサイトにログインすることができる。ユーザは、ボタン１０４９を押して本日の買得品
を利用することができる。例えば、本日の買得品は、あらゆる小売商、特定の小売商、特
定の種類の小売商、又は特定のグループの小売商において利用することができる。例えば
、本日の買得品は、特定の小売商において特定のアイテムを特定の価格で購入することと
することができる。別の例として、本日の買得品は、保険に１ドルよりも多くの費用がか
かる場合に、いずれかのオンライン注文に１ドルの費用を加えてそのアイテムに対する無
料の保険を受けることとすることができる。本日の買得品を利用したいというユーザの要
望を示す情報は、例えばカード又は（携帯電話機などの）その他の装置からカードリーダ
及び／又はリモートサーバに通信することができる。
【００８４】
　当業者であれば、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置などのいずれかの装置の
ディスプレイ上に、物理的支払いカードを仮想支払いカードとして提供できると理解する
であろう。物理的支払いカード上のボタンを、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装
置などのいずれかの装置上のボタンとすることができる。従って、例えば、（携帯電話な
どの）装置は、（容量式タッチ画面上の仮想ボタンなどの）手動ユーザインターフェイス
から手動入力を受け取り、（本日の買得品の選択などの）選択を示す情報を、（ＲＦベー
スの通信装置などの）通信装置を介して（カードリーダなどの支払端末などの）別の装置
に通信することができる。
【００８５】
　図１０には、１又はそれ以上のプロセッサ１０５４を含むことができるアーキテクチャ
１０５０を示している。１又はそれ以上のプロセッサ１０５４を、外部メモリ１０５２、
内部メモリ、又は外部メモリ１０５２と内部メモリの組み合わせを利用して、実行可能な
機械語、関連する動的機械データ、及びユーザ入力データ値などの情報を動的に記憶する
ように構成することができる。
【００８６】
　アーキテクチャ１０５０内に示す構成要素の１又はそれ以上を、プロセッサ１０５４に
情報を送信するように、及び／又はプロセッサ１０５４により送信された情報を受け取る
ように構成することができる。例えば、プロセッサ１０５４からのデータを受け取るため
に、１又はそれ以上のディスプレイ１０５６を結合することができる。プロセッサ１０５
４から受け取られるデータは、例えば、動的番号及び／又は動的コードの少なくとも一部
を含むことができる。ディスプレイ上に表示すべきデータは、１又はそれ以上のディスプ
レイ１０５６上に表示することができる。
【００８７】
　１又はそれ以上のディスプレイ１０５６は、例えばタッチセンサ式及び／又は近接セン
サ式とすることができる。例えば、ディスプレイ１０５６に、指、ポインティング装置な
どの物体を接触させ又は近付けることができる。ディスプレイ１０５６に近接又は接触し
た物体の検出は、（プロセッサ１０５４にデータを送信することなどの）あらゆる種類の
機能を実行するために有効となり得る。ディスプレイ１０５６は、物体に接触又は近接し
ていると判定できる複数の位置を有することができる。
【００８８】
　アーキテクチャ１０５０内には、入力及び／又は出力装置を実装することができる。例
えば、アーキテクチャ１０５０内に、（ＥＭＶチップリーダなどの）チップリーダに情報
を通信できる集積回路（ＩＣ）チップ１０６０（ＥＭＶチップなど）を含めることができ
る。アーキテクチャ１０５０には、ＲＦＩＤリーダ／ライタとアーキテクチャ１０５０の
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間の情報の交換を可能にするための無線周波数識別（ＲＦＩＤ）モジュール１０６２を含
めることもできる。
【００８９】
　アーキテクチャ１０５０にその他の入力及び／又は出力装置１０６８を含めて、例えば
（図１０のカード１０００などの）カード上にあらゆる数の入力及び／又は出力機能を提
供することもできる。例えば、その他の入力及び／又は出力装置１０６８は、可聴情報を
受信及び／又は送信することができる音声装置を含むことができる。その他の入力及び／
又は出力装置１０６８は、（図１０のカード１０００などの）カードが（インターネット
などの）オープンネットワークにアクセスできるようにするＷｉ－Ｆｉ装置を含むことも
できる。
【００９０】
　その他の入力及び／又は出力装置１０６８は、可視データキャリアを使用してアナログ
及び／又はデジタルデータを交換する装置を含むことができる。例えば、その他の入力及
び／又は出力１０６８によって光パルスを受け取り、メモリ１０５２に記憶できるｅクー
ポン及び関連するｅクーポンの詳細を示すデータとして解釈することができる。その他の
入力及び／又は出力装置１０６８は、例えば赤外線データキャリア又は電磁データキャリ
アなどの非可視データキャリアを感知する装置を含むことができる。その他の入力及び／
又は出力装置１０６８は、例えば（人間の指又はスタイラスなどの）ポインティング装置
の接触又は近接をシミュレートする装置を含むことができる。このようなシミュレーショ
ンを、例えばタッチセンサ式ディスプレイにより情報として検出することができる。
【００９１】
　当業者であれば、（図１０のカード１０００などの）カードを、例えば１又はそれ以上
のバッテリ１０５８から独自の動作電力を取得する自給式装置とすることができると理解
するであろう。さらに、１又はそれ以上のバッテリ１０５８を含めて、例えば（約２～４
年などの）ある期間にわたってカードに動作電力を提供することもできる。１又はそれ以
上のバッテリ１０５８は、例えば再充電可能バッテリとして含めることができる。
【００９２】
　（図１０のカード１０００などの）カード上に動的磁気ストライプ通信装置を含めて、
例えば電磁信号を介して例えば磁気ストライプリーダの読取ヘッドに情報を通信すること
ができる。例えば、電磁場生成器１０７０～１０７４を含めて、電磁データの１又はそれ
以上のトラックを磁気ストライプリーダの読取ヘッドに通信することができる。電磁場生
成器１０７０～１０７４は、例えば一連の電磁要素を含むことができ、各電磁要素を、（
磁性材料及び／又は非磁性材料などの）１又はそれ以上の材料に巻き付けたコイルとして
実装することができる。このコイルの外側に、（磁性材料及び／又は非磁性材料などの）
追加材料を配置することができる。
【００９３】
　プロセッサ１０５４による、例えば駆動回路１０６４を介した１又はそれ以上の電磁要
素の１又はそれ以上のコイルの電気励起は、１又はそれ以上の電磁要素から電磁場を生成
するのに有効となり得る。１又はそれ以上の電磁場生成器１０７０～１０７４を利用して
、例えば磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読取ヘッドに電磁情報を通信すること
ができる。
【００９４】
　カードのプロセッサにより、カードと、カード上に実装された様々な入力及び／又は出
力装置との間の情報交換のタイミング側面を決定することができる。検出器１０６６を利
用して、例えば外部装置の近接及び／又は実際の接触を感知し、これにより通信シーケン
スの開始をトリガすることができる。その後、この感知された外部装置の存在及び／又は
接触を（プロセッサ１０５４などの）コントローラに通信し、これにより（図１０のカー
ド１０００などの）カードと外部装置の間の情報の交換を指示することができる。この外
部装置の存在及び／又は接触の感知は、例えば検出した装置又は物体の種類を判定するた
めに有効となり得る。
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【００９５】
　例えば、この検出は、磁気ストライプリーダの読取ヘッドの検出を含むことができる。
これに応答して、プロセッサ１０５４は、１又はそれ以上の電磁場生成器１０７０～１０
７４を起動して、例えば磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読取ヘッドとの通信シ
ーケンスを開始することができる。磁気ストライプリーダの検出を使用して、１又はそれ
以上の電磁場生成器１０７０～１０７４と磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読取
ヘッドとの間の通信に関連するタイミング関係を提供することができる。
【００９６】
　当業者であれば、プロセッサ１０５４は、（図１０のカード１０００のボタン１０１０
～１０１８などの）いずれか１つ又はそれ以上のボタン、ＲＦＩＤ１０６２、ＩＣチップ
１０６０、電磁場生成器１０７０～１０７４、及びその他の入力及び／又は出力装置１０
６８を利用して、ユーザ固有及び／又はカード固有の情報を提供できると理解するであろ
う。
【００９７】
　図１１に、カード１１００を示す。カード１１００は、例えば１又はそれ以上のボタン
１１０２～１１０８及びディスプレイ１１１０を含むことができる。カード１１００のユ
ーザは、例えばボタン１１０２～１１０６のいずれかを選択して、クーポン情報を示すこ
とができる情報をディスプレイ１１０８上に表示することができる。ユーザは、例えばボ
タン１１０２を選択して、購入に利用できるクーポンを表示することができる。カード１
１００のユーザは、例えばボタン１１０８を選択して、ディスプレイ１１１０内に表示さ
れたクーポンを購入することができる。
【００９８】
　例えば、クーポンが表示されている間にユーザがボタン１１０８を選択した場合、ディ
スプレイ１１１０内に表示されているクーポンを購入目的で選択することができる。例え
ばユーザがいずれかの磁気ストライプリーダにカード１１００を通すまで、クーポンの購
入価格の清算を遅らせることができる。その際、次の取引中にカード１１００が通される
まで、ディスプレイ１１１０内に表示されたクーポンの購入に関連する清算データをカー
ド１１００に記憶することができる。従って、例えば、次の取引に関連するデータが通信
されると同時に、ディスプレイ１１１０内に表示されたクーポンの購入に関連する清算デ
ータを通信することができる。
【００９９】
　ユーザは、クーポンの購入と償還を単一の取引内で行うことができる。例えば、小売店
で授けられるクーポンを使用して購入したいと望むユーザは、ボタン１１０８を押して、
小売商の店頭装置にカード１１００を通せばよい。例えばクーポンの償還価値に照らして
クーポンの購入価格を調整し、差額を購入商品に即座に適用することができる。例えば、
購入価格が０．５０ドルである１ドル引きのクーポンを償還するユーザは、購入時に、こ
のクーポンに照らして適用される０．５０ドルの割引を受ける。（Ｊｏｅ’ｓ　Ｐｉｚｚ
ｅｒｉａなどの）小売商の店頭システムは、カードの読取りによって得られる支払許可メ
ッセージを傍受し、（大型ピザなどの）商品の購入価格から即座に割引分を差し引くこと
ができる。
【０１００】
　カード１１００は、Ｗｉ－Ｆｉ対応とすることができる。従って、例えば、カード１１
００は、カード１１００に関連付けることができる口座に照らし合わせてクーポンの支払
価格を清算するために、インターネットベースの許可サーバにアクセスすることができる
。カード１１００のユーザは、例えばボタン１１０８を押してクーポン購入取引を完了す
ることができる。その際、カード１１００に関連付けることができる（引き落とし口座な
どの）口座からクーポンの購入価格を差し引くことができる。その後、購入したクーポン
を、将来的に使用できるようにカード１１００に記憶することができる。従って、例えば
、カード１１００のユーザは、購入したクーポンを償還し、ユーザの次の口座取引明細上
でこの割引を受けることができる（例えば、クーポンの償還が行われた後、クーポン会社
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及び小売商が調整を行った後、及び月末にユーザの口座が調整された後に、ユーザの当座
預金口座の残高を増やすことができる）。
【０１０１】
　図１２に、カード１２００を示す。カード１２００は、（Ｗｉ－Ｆｉ装置などの）移動
式装置、１又はそれ以上のボタン１２０２～１２０６及びディスプレイ１２０８～１２１
０を含むことができる。例えば、カード１２００のユーザにクーポンの提供を行って、こ
れをディスプレイ１２０８によって表示することができる。例えば、このような提供では
、このクーポンオファーを償還できる（例えば、適格クーポンオファー）か、それとも未
だ償還できない（例えば、不適格クーポンオファー）かに関する情報を提供することがで
きる。
【０１０２】
　クーポンの提供は、例えばグループのメンバが特定のクーポンオファーに応じて行動す
るように魅了し動機付けするためのソーシャルネットワーキングツールとして利用するこ
とができる。例えば、クーポンの提供を、ディスプレイ１２０８内で不適格クーポンオフ
ァーとして行うことができるが、ソーシャルネットワーキンググループのメンバのやりと
りを通じて、これが適格クーポンオファーになることができる（例えば所定数のメンバが
適格化イベントに参加した場合、不適格クーポンオファーが適格クーポンオファーになる
ことができる）。
【０１０３】
　ディスプレイ１２０８内に表示されるクーポンオファーは、例えば特定のクーポンオフ
ァーを不適格クーポンオファーとして識別することができる。カード１２００のユーザは
、例えばボタン１２０６を押すことにより、不適格クーポンオファーのさらなる詳細を調
べることができる。ディスプレイ１２１０により提供できるこのような詳細は、例えばク
ーポンオファーを適格クーポンオファーに変換するために必要とされ得る適格化イベント
の記述（例えば、２０人の試乗が必要であることなど）を含むことができる。さらに、デ
ィスプレイ１２１０は、カード１２００のユーザが、適格化イベントが手近にあるかどう
かを判断できるように、（例えば、これまでに１７人が試乗したことなどの）情報を提供
することができる。
【０１０４】
　従って、例えば、ユーザは、適格化イベントが間近に迫っていると判断することができ
、これにより（試乗を行うことなどの）参加を行うようにユーザを促すことができる。そ
の際、各参加者が、適格化イベントの達成を支援することにより、（誰もプラズマＴＶを
獲得しないような）不適格クーポンオファーを（試乗を行ってクーポンオファーを選択し
た２０人全てが、クーポンを新しいプラズマＴＶに償還することができる）適格クーポン
オファーに変換する支援を行うことができる。
【０１０５】
　カード１２００は、複数のクーポンオファーを記憶することができる。カード１２００
のユーザは、例えばボタン１２０２を複数回押して、カード１２００に記憶できる各クー
ポンオファーを繰り返し表示することができる。ボタン１２０２を押す毎に、例えばディ
スプレイ１２０８は、カード１２００に記憶できるクーポンオファーを示すことができる
情報を提供することができる。ディスプレイ１２１０は、このようなクーポンオファーの
さらなる詳細を自動的に、又は例えばボタン１２０６が押された時に提供することができ
る。
【０１０６】
　カード１２００は、新たなクーポンオファーをスキャンすることができる。カード１２
００のユーザは、例えばボタン１２０４を押して、存在し得るあらゆる新たなクーポンオ
ファーをカード１２００にスキャンさせることができる。例えば、カード１２００のユー
ザは、ある小売商の（ＲＦＩＤ装置などの）通信装置の通信距離内に存在する場合、ボタ
ン１２０４を押して、この小売商からのあらゆる新たなクーポンオファーを取得すること
ができる。小売商の通信装置は、例えばカード１２００とやりとりして、利用可能なあり



(28) JP 2013-543605 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

とあらゆるクーポンオファーをダウンロードすることができる。
【０１０７】
　当業者であれば、カード１２００が新たなクーポンオファーを自動的に問い合わせるこ
とができると理解するであろう。例えば、カード１２００をＷｉ－Ｆｉ対応として、カー
ド１２００が（クーポン会社のウェブサイト、小売商のウェブサイト及び電子メールアカ
ウントなどの）インターネットロケーションにアクセスして自動的かつ電子的にクーポン
オファーを検索できるようにすることができる。
【０１０８】
　カード１２００は、例えばカード１２００にクーポンオファーをダウンロードできる（
ＲＦＩＤ装置などの）小売商の装置の存在を検出することができる。カード１２００は、
例えばこのような装置の検出時に、小売商の装置から自動的にクーポンオファーを読み出
すことができる。
【０１０９】
　カード１２００は、例えばカード１２００にクーポンオファーをダウンロードできる別
のカードの存在を検出することもできる。カード１２００のプロセッサは、例えばカード
１２００のタッチセンサ式ディスプレイを介して、クーポンを示す情報を受け取ることが
できる。別のカードは、例えば一連のタッチ又はタッチの近接をシミュレートできる電子
部品を含むことができる。その際、カード１２００のプロセッサは、タッチセンサ式ディ
スプレイを使用してこのような一連のタッチを検出し、このような情報を１又はそれ以上
のクーポンを示す情報として解釈することができる。
【０１１０】
　図１３に、システム１３００を示す。システム１３００は、特定の小売商が利用する店
頭装置を含むことができる。この店頭装置は、例えば、キーボード１３０４、磁気ストラ
イプリーダ１３０６及びディスプレイ１３０２を含むことができる。カード所有者のカー
ドにクーポン情報をダウンロードするために使用できる出力装置として、（ディスプレイ
部分１３０８などの）画面ダウンロード範囲を提供することができる。
【０１１１】
　例えば、あるクーポンをダウンロードできることを（電子メール、定期メール、インタ
ーネットのポップアップメッセージ、又はＴＶコマーシャルなどを介して）前もってカー
ド所有者に知らせておくことができる。ユーザは、例えば小売店を訪ねてクーポンを手に
入れることができる。例えば、カード所有者を識別することができる（例えば、キーボー
ド１３０４に識別情報を入力してもよく、又はカード所有者のカードを磁気ストライプリ
ーダ１３０６に通してもよい）。例えば識別が確認された時には、カードを画面部分１３
０８に押し当てるようにカード所有者に促すことができる。（例えば、キーボード１３０
４の「エンター」ボタンを押すことによって）小売商の店頭装置を起動させ、（例えば、
カード所有者のカード上のプロセッサが１又はそれ以上のクーポンを示す情報として解釈
する強度が異なる及び／又は持続する光パルスを生成することにより）ディスプレイ１３
０８からカード所有者のカードにクーポン情報を通信することができる。
【０１１２】
　カード所有者は、例えばソーシャルネットワークグループのメンバとすることができる
。例えば、カード所有者が所有するカードに含まれる情報を通じて、カード所有者をソー
シャルネットワークグループのメンバとして識別することができる。例えば、取引が行わ
れている間に、このような識別情報を小売商の店頭装置に通信し、これによりカード所有
者へのクーポンの配信をトリガすることができる。
【０１１３】
　例えば、カード所有者のカードを磁気ストライプリーダ１３０６に通し、（任意のデー
タを介して）小売商の店頭装置にグループ識別情報を通信することができる。カード所有
者がソーシャルネットワークグループのメンバであること、及び／又は適格化イベント（
例えば、このソーシャルネットワークグループの、この小売店における合算した出費が最
低金額に達していることなど）が存在することを検出すると、小売商の店頭装置は、クー
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ポンを配信できる状態である旨を示すことができる。従って、例えばカード所有者のカー
ドをディスプレイ部分１３０８にくっつけ、（例えば、スクリーン部分１３０８により生
成される点滅光を介して）カード所有者のカードにクーポンをダウンロードすることがで
きる。
【０１１４】
　図４に、カード１４００を示す。カード１４００は、例えば、ボタン１４０２及び１４
０８、並びにディスプレイ１４０４及び１４０６を含むことができる。カード１４００は
、例えば、（償還可能な状態のクーポンオファーなどの）いくつかの適格クーポンオファ
ーを記憶することができ、呼び出しボタン１４０２を押すことによってこれらをカード１
４００のメモリから呼び出してディスプレイ１４０４上に表示することができる。カード
１４００は、例えば記憶しているクーポンオファーに関連する詳細を記憶し、これらをデ
ィスプレイ１４０６上に自動的に表示することもできる。カード１４００は、例えば（ボ
タン１４０８の押下などの）手動入力の検出時にのみ、記憶しているクーポンオファーの
詳細を表示することもできる。カード１４００は、例えばカード１４００にクーポンオフ
ァー情報をダウンロードできる小売商の装置（Ｂｅｓｔ　ＢｕｙにおけるＲＦＩＤ装置な
ど）の存在を検出することができる。
【０１１５】
　例えば、（Ｂｅｓｔ　Ｂｕｙなどの）小売商は、特定のソーシャルネットワークに関連
し得るメンバの数を追跡することができる。小売商は、例えば商品を購入するグループメ
ンバの数を最大化することに関心があると考えられ、従って小売商から商品を購入するグ
ループメンバの数を最大化できるように努力するクーポン会社を通じてクーポンオファー
を行うことができる。
【０１１６】
　より具体的には、例えば、小売商は、この小売商から商品を購入した特定のソーシャル
ネットワークに関連するメンバの数（例えば、メンバカウント１４１２）、及びこのソー
シャルネットワークに関連し得る総メンバ数を追跡することができる。小売商は、（１０
０人などの）最低購入メンバ数に基づいて、このソーシャルネットワークの全てのメンバ
にクーポンオファーを広げたいと望むことができる。従って、例えば小売商は、購入する
グループメンバの数が（１００人などの）最低閾値を越えた場合にのみ、全てのグループ
メンバにキャッシュバックを提供することができる。この小売商と協働するクーポン会社
は、例えば小売商が提供できる（５％などの）最低キャッシュバック率について交渉した
いと望むことができる。
【０１１７】
　従って、例えばメンバがカード１４００を利用して小売商から商品を購入する度に、小
売商のデータベースの（ソーシャルネットワークグループの識別及び総消費金額などの）
メンバ情報を更新することができる。これに応じて、小売商は、例えば顧客が増えたこと
を反映するようにクーポンオファーを修正することができる。
【０１１８】
　例えば、グループメンバの顧客が（１００人などの）最低数に達すると、例えば５％キ
ャッシュバックのクーポンオファーを行うことができる。クーポン会社及び小売商は、例
えば常時存在し得る顧客メンバの数に基づいて、顧客のグループメンバがさらに５０人増
える毎に、さらに０．５％のキャッシュバックを行うことを交渉することができる。従っ
て、例えばグループのメンバ全員がこの小売商の顧客となった場合、各グループメンバに
最大９％のキャッシュバックを提供することができる。
【０１１９】
　ソーシャルネットワークグループの各メンバは、例えば小売商が現在提供しているクー
ポンの状況に関する更新を受け取ることができる。例えば、メンバは、自身のカードを（
ＲＦＩＤ装置などの）小売商の端末の通信距離内に持ち込んで、今までの顧客グループメ
ンバの数（例えば、メンバカウント１４１２）及び／又はこの小売商が現在提供している
割引パーセント１４１０に関する更新を受け取ることができる。
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【０１２０】
　従って、例えばクーポンを償還することによって実現される割引を最大化するように、
顧客メンバが顧客でないメンバに、この小売商から購入を行うように勧めることができる
。その際、例えばこの小売商のクーポンの償還価値をバッチ処理し、繰り延べ方式で清算
することにより、カード所有者は、このカード所有者の次の口座取引明細上で自身のキャ
ッシュバック率を受け取ることができる。
【０１２１】
　図１５に、カード（モバイル装置など）１５００を示す。カード１５００は、ディスプ
レイ１５０２、１５１８、１５２２、及びボタン１５０４～１５１２を含むことができる
。カード１５００は、例えば、カード１５００のユーザがソーシャルグループの他のメン
バと通信できるようにするための（Ｗｉ－Ｆｉ通信などの）通信を提供することができる
。カード１５００は、例えば特定の日に１又はそれ以上のクーポンを提供している可能性
のある１又はそれ以上の小売商のリストを有するクーポン会社への通信を提供することが
できる。
【０１２２】
　ディスプレイ１５１８は、例えば特定のクーポンを提供している可能性のある１又はそ
れ以上の小売商のリストを表示することができる。例えばボタン１５１０を使用して、参
加小売商のリストの小売商識別子１５２０を下向きにスクロールすることにより、複数の
小売商を識別することができる。小売商識別子１５２０により識別される小売商毎に、デ
ィスプレイ１５２２内の提供識別子１５２４によって１又はそれ以上のクーポンを識別す
ることができる。
【０１２３】
　選択されたクーポンを、ソーシャルネットワークグループの他のメンバと共有すること
ができる。例えば、特定のクーポンが（例えば、ボタン１５１０及び／又は１５１２を続
けて選択することによって）強調表示されると、ボタン１５０８を選択することにより、
この強調表示されたクーポンをグループの他のメンバと共有（例えば、通信）することが
できる。
【０１２４】
　或いは、例えばグループの１又はそれ以上のメンバがクーポンを獲得し、ソーシャルネ
ットワークゲーム動作への参加を通じてこのことをグループに伝えることができる。ディ
スプレイ１５０２は、例えば雑学的質問１５１６を表示することができ、ボタン１５０４
を選択することによってこれを異なる雑学的質問に変更することができる。ボタン１５０
６を続けて選択することで回答識別子１５１４をスクロールすることにより、対応する雑
学的質問に対する回答リストの各回答を選択することができる。
【０１２５】
　例えば、モバイル装置１５００のユーザが雑学的質問に正解した場合、ユーザが選択し
たクーポンをグループの残りのメンバに伝えることを許可するようにすることができる。
例えば、カード１５００のユーザが雑学的質問に間違った場合、ユーザが選択したクーポ
ンをグループのメンバに伝えることができないようにすることができる。
【０１２６】
　図１６に、処理シーケンスのフロー図を示す。シーケンス１６１０のステップ１６１１
において、クーポン情報を受け取ことができる。クーポン情報は、例えばハードコピー（
紙の形など）で受け取ることができる。或いは、例えばクーポンをｅクーポンとして受け
取ることもできる。クーポンは、例えばクーポンプロモーション及び配信スキームに事前
に登録した人物が受け取ることができる。登録した人物は、例えばカード所有者のカード
に関連付けることができる口座（デビット又はクレジット口座など）に対して、事前にク
ーポンの購入を許可することができる。
【０１２７】
　クーポンは、あらゆる数の電子形式で受け取ることができる。例えば、ｅクーポンは、
電子メール、小売商のウェブサイト、及び小売商の端末（ＲＦＩＤ端末又はダウンロード
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画面対応の小売商のディスプレイなど）を介して受け取ることができる。例えば、カード
を介してクーポンを受け取ってカード転送することができる。
【０１２８】
　電子的に受け取ったクーポンは、例えばカード所有者が所有するカード上で見ることが
できる（シーケンス１６１０のステップ１６１２）。例えば、カードは、１又はそれ以上
のボタン及び１又はそれ以上のディスプレイを含むことができる。１つのボタンを押すこ
とにより、例えばクーポンオファー及びこのクーポンオファーに関する購入価格を表示す
ることができる。別のボタンを押すことにより、例えば表示されたクーポンオファーを購
入する許可を与えることができる（例えば、ステップ１６１３）。さらに別のボタンを押
すことにより、例えばクーポンオファーを拒否して、カードのメモリからクーポンオファ
ーを除去することができる。さらに別のボタンを押すことにより、例えば以前に購入した
クーポンオファーの償還を行うことができる（例えば、ステップ１６１４）。
【０１２９】
　例えば、クーポンオファーの購入と償還を同時に行うこともできる。例えば、購入され
ていないクーポンオファーをカード上に表示し、購入取引中にカードを使用することがで
きる。カードは、例えば特定の取引を完了するために必要な場合がある他の磁気ストライ
プ情報とともにクーポン情報を通信する（例えば、カード上に含めることができる動的磁
気ストライプ通信装置を介して電磁的に通信する）ことができる。例えば、小売商の店頭
装置は、許可メッセージにクーポンの購入価格を追加することができる。クーポンオファ
ーの償還に関する入金は、例えば許可メッセージ内の承認された購入価格から入金分を差
し引くことによって即座に行うことができる。或いは、例えばクーポン会社が小売商に清
算を行った後に、クーポンオファーの購入価格と換金価値の間の差分を処理することがで
きる。
【０１３０】
　シーケンス１６２０のステップ１６２１において、カードに１又はそれ以上のクーポン
オファーを記憶することができる。例えば、（ボタンの押下などの）手動入力を使用して
、各記憶されたクーポンオファーを表示することができる。例えば、カードの別のディス
プレイ上には、各クーポンオファーに関するその他の詳細を表示することができる（例え
ば、ステップ１６２２）。詳細は、例えば（ボタンの押下などの）要求時に又は自動的に
表示することができる（例えば、クーポンオファーが表示された時に関連する詳細も表示
される）。
【０１３１】
　クーポンオファーに関する詳細には、顧客が増えるように促すことができるものもある
（例えば、ステップ１６２３）。例えば、クーポンオファーが不適格な（例えば、未だ償
還できない）場合もあるが、関連するクーポンオファーの詳細により、クーポンオファー
の必要条件が間近に迫っている（例えば、特定の小売店で次に購入を行うとクーポンオフ
ァーの償還が適格となる）ことを示すことができる。従って、例えば、あるカード所有者
が、自身の購入によってクーポンオファーの償還が適格化されると分かっている場合、こ
のカード所有者に小売商の商品を購入する動機付けを行うことができる。
【０１３２】
　シーケンス１６３０のステップ１６３１において、ソーシャルネットワークグループの
メンバを識別することができる。例えば、このようなメンバは、例えばメンバのカードに
含まれる識別コードによって識別することができる。メンバが販売取引中に自身のカード
を使用する度に、例えば店頭端末が、そのメンバの顧客度を追跡することができる（例え
ば、ステップ１６３２）。同様に、他のメンバの顧客度を追跡し、各メンバを累積的な顧
客度の統計値で更新することができる（例えば、ステップ１６３３）（例えば、特定の小
売店におけるメンバの顧客度を追跡し、この小売店でメンバが消費した総額を各メンバに
知らせることができる）。従って、例えば顧客度が増すと、特定のクーポンオファーによ
る価値が高まるので、メンバの顧客度の統計値により、メンバの顧客度を高めるように促
すことができる（例えば、ステップ１６３４）。
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【０１３３】
　シーケンス１６４０のステップ１６４１において、１又はそれ以上のクーポンオファー
をカードに記憶することができる。カードのプロセッサにより、（使用期限などの）クー
ポンの詳細を追跡することができる（例えば、ステップ１６４２）。カードがクーポンの
詳細（例えば、クーポンの使用期限が過ぎたこと）を検出すると、このカードのメモリか
らクーポンを除去することができる（例えば、ステップ１６４３）。カードは、例えばカ
ードに記憶されたクーポンの使用期限切れを見込むことができる。カードは、例えばカー
ドのディスプレイ上に使用期限が近いクーポンを表示することにより、この使用期限が近
いクーポンを強調表示することができる（例えば、ステップ１６４４）。従って、例えば
、カードのユーザは、使用期限前にクーポンを使用するように気付くことができ、これに
よりクーポンの使用を促進して、参加している小売商の顧客を増やすことができる。
【０１３４】
　図１７に、処理シーケンスのフロー図を示す。シーケンス１７１０のステップ１７１１
は、メモリにクーポンを記憶したカード（モバイル装置など）を含むことができる。カー
ドは、例えば別のカードにクーポンデータを通信するために使用することができる（ＩＲ
、ＲＦＩＤ、タッチシミュレータなどの）通信装置を含むことができる。例えば、カード
は、タッチをシミュレートできる電子部品を含むことができ、別のカードは、例えばタッ
チセンサ式ディスプレイを含むことができる。これらの２つのカードを、例えば互いに押
し付け合うと、カードの一方が一連のタッチをシミュレートし、別のカードがシミュレー
トされたタッチを検出することができる。例えば、この検出されたタッチを、クーポンデ
ータを示すデータとして解釈し、これにより一連のシミュレートされたタッチ及び対応す
る一連のタッチ検出を介して、クーポンデータを１つのカードから別のカードに転送する
（例えば、ステップ１７１２）。
【０１３５】
　シーケンス１７２０のステップ１７２１は、ソーシャルネットワークの２人又はそれ以
上のメンバを含むことができる。各メンバは、例えば（インターネットなどの）ネットワ
ークを介して通信できる（例えば、ステップ１７２２）カード（モバイル装置など）を有
することができる。１人のメンバは、このメンバの装置上に表示された、ネットワークの
他のメンバに伝えるためのクーポンを選択することにより、ソーシャルネットワークの１
人又はそれ以上の他のメンバにクーポンを（例えば、ステップ１７２３のように）伝える
ことができる。或いは、例えば、メンバは、続けてソーシャルゲームを行うことにより、
互いにクーポンを交換する権利を得ることができる。
【０１３６】
　シーケンス１７３０のステップ１７３１は、カード所有者に関連する可能性のあるデー
タ（人口動態及び社会経済的なデータなど）を含むことができる。小売商の装置（店頭装
置など）は、このような情報についてカード所有者のカードに問い合わせることができる
（例えば、ステップ１７３２）。カード所有者は、この問い合わせに応答してカード上の
ボタンを押すことにより、カード所有者のデータの転送を許可又は拒否することができる
（例えば、ステップ１７３３）。
【０１３７】
　シーケンス１７４０のステップ１７４１は、小売商の店頭装置におけるクーポンの償還
を含むことができる。例えば、小売商の店頭装置は、許可メッセージを傍受し、許可メッ
セージ内の購入商品の購入価格を直ちに値引きすることができる（例えば、ステップ１７
４２）。
【０１３８】
　シーケンス１７５０のステップ１７５１は、小売商の店頭装置におけるクーポンの償還
を含むことができる。例えば、小売商の店頭装置は、許可サーバに送信するデータにクー
ポンを含めることができる（例えば、１又はそれ以上の任意のデータフィールド内でクー
ポン情報を通信することができる）。顧客は、例えば口座の支払請求サイクルの最後に顧
客の口座（例えば、カードに関連付けられたデビット又はクレジット口座）が調整される
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と、償還されたクーポンの価値を悟ることができる（例えば、ステップ１７５２）。
【０１３９】
　図１８に、処理シーケンスのフロー図を示す。シーケンス１８１０のステップ１８１１
は、小売店における店頭取引を完了するために使用できるカードを含むことができる。取
引が完了すると、小売商の店頭装置は、この完了した取引に関する情報でカード所有者の
カードを更新することができる（例えば、ステップ１８１２）。
【０１４０】
　例えば、取引を完了するために使用できるクーポンに関連し得る償還情報を、カード所
有者のカードに通信することができる。例えば、カードに含まれる特定のクーポンを使用
して取引を完了することができる。従って、例えばカードのメモリから使用済みクーポン
を除去して、将来的に使用できないようにすることができる。例えば、カードに含まれる
特定のクーポンの一部のみを使用することもできる。従って、例えば、一部のみを使用し
たクーポンの価値を取引中に使用される金額から減じ、減じたクーポン価値をカードのメ
モリに記憶して、この減じたクーポン価値のみを将来的に使用できるようにすることがで
きる。
【０１４１】
　シーケンス１８２０のステップ１８２１は、例えばカード所有者のグループ（カード所
有者のソーシャルネットワークグループなど）に属することができるカード所有者を含む
ことができる。このようなカード所有者を、ある小売商又は小売商のグループの顧客にな
るように奨励することができる（例えば、ステップ１８２２）。例えば、カード所有者は
、特定の小売店で償還できるクーポンを受け取ることを希望して、互いにその小売商の顧
客になるように促すことができる。或いは、（カード発行会社などの）クーポン会社は、
カード所有者を、小売商又は小売商のグループにおけるそれぞれの購入をプールするよう
に奨励ことができる。
【０１４２】
　シーケンス１８３０のステップ１８３１は、追跡システム（例えば、１又はそれ以上の
店頭装置、１又はそれ以上のカード発行会社、及び１又はそれ以上のクーポン会社を含む
ネットワーク化された構成要素グループ）によってモニタできる１又はそれ以上のカード
所有者の取引を含むことができる。（例えば、ステップ１８３２などにおける最低消費金
額などの）閾値作用により、追跡システムの１又はそれ以上の構成要素間の協力を引き起
こすことができる（例えば、ステップ１８３３）。
【０１４３】
　例えば、小売商の店頭システムは、購入取引が完了したことをカード発行会社に報告す
ることができる。ネットワークエンティティ（カード発行会社など）により追跡される小
売商の累積販売価値が、その特定の小売商の閾値販売金額を超えることがある。従って、
例えば（クーポン会社などの）ネットワークエンティティに閾値金額を知らせ、このネッ
トワークエンティティが、例えば参加している小売商の閾値販売金額に貢献したカード所
有者に対して１又はそれ以上のクーポンを生成することができる（例えば、ステップ１８
３４）。
【０１４４】
　図１９に、例えば構成１９１０を含むことができるカード１９００を示す。構成１９１
０は、例えば、ボタン１９１１、ボタン１９１２、ボタン１９１３、ディスプレイ１９１
５、ディスプレイ１９１６、及びディスプレイ１９１７を含むことができる。ボタン１９
１１は、ディスプレイ１９１５に関連することができる。ボタン１９１１を押して、ディ
スプレイ１９１５が記述するオプションを利用することができる。ボタン１９１２は、デ
ィスプレイ１９１６に関連することができる。ボタン１９１２を押して、ディスプレイ１
９１６が記述するオプションを利用することができる。ボタン１９１３は、ディスプレイ
１９１７に関連することができる。ボタン１９１３を押して、ディスプレイ１９１７が記
述するオプションを利用することができる。カードは、付加的なボタン又はディスプレイ
を含むことができる、又はカード１９００のいくつかのボタン又はディスプレイを含まな
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くてもよい。例えば、カードは、（ボタン１９１１などの）単一のボタンしか含まなくて
もよい。
【０１４５】
　ユーザには、新たな本日の買得品を定期的に提供することができる。ユーザは、カード
自体において、携帯電話機上で、又はウェブサイトを介して本日の買得品を示す情報を受
け取ることができる。ユーザは、ウェブサイト又はモバイル装置から例えばカードにデー
タを通信することができる。例えば、ユーザは、ブラウザ又は携帯電話の表示画面上で、
毎日明滅できる更新ウィンドウを受け取ることができる。この明滅を介してカードに情報
を通信することができる。従って、例えば光パルスを介してカードに情報を通信すること
ができる。この情報は、カードのディスプレイ（ディスプレイ１９１５、１９１６、及び
１９１７など）に表示すべき情報、並びに（ボタン１９１１などの）特定のボタンが押さ
れた場合にカードリーダへの通信に含めるべき情報を示す情報を含むことができる。ユー
ザは、本日の買得品のリストから１又はそれ以上の本日の買得品を選択し、これらの選択
をカードに通信することができる。遠隔プロセッサは、ユーザの選択に関する情報を、例
えばカードに通信する必要がないように、選択された本日の買得品をカードの特定のボタ
ンにリンクさせる（例えば、カードの特定のボタンが押された時にカードリーダが特定の
情報を受け取る）ことができる。
【０１４６】
　ボタン１９１１を本日の買得品に関連付けて、例えば（Ｗａｌｍａｒｔなどの）特定の
小売商のクーポン、（食料品店などの）小売商の種類、（Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ及びＡｉｒ
ｔｒａｎなどの）小売商のグループ、及び／又は他のいずれかの種類の適格性を提供する
ことができる。このクーポンは、（例えば、いずれかのガソリンスタンドでの購入などの
）購入全体に対する割引、（例えば、あるガソリンスタンドからのいずれかの種類のガソ
リンの購入などの）購入の種類に対する割引、又は（例えば、あるガソリンスタンドから
の大カップのカフェイン抜きコーヒーの購入などの）特定の項目に対する割引とすること
ができる。本日の買得品は、（一日の終わりまでなどの）特定の時間内に終了することが
できる。本日の買得品は、その期間内における１回使用の買得品であっても、又は複数回
使用の買得品であってもよい。本日の買得品は、例えば製品又は購入からの一定額の割引
、或いは製品又は購入からの一定パーセントの割引を含むことができる。
【０１４７】
　買得品は、この買得品が有効になって清算される前に複数の人々がこの買得品を利用す
ることを必要とすることができる。例えば、買得品は、人々が買得品の利益を得るために
、（例えば、１，０００人を上回るような）一定数の人々がこの買得品を利用することを
必要とすることができる。買得品の利益は、例えば買得品が完了して清算された後にユー
ザに提供することができ、買得品の要件が満たされた場合、購入の完了後にユーザの（ク
レジットカード明細などの）カード取引明細に適用することができる。
【０１４８】
　本日の買得品は、ユーザがこの本日の買得品を購入することを必要とすることができる
。本日の買得品は、あらゆる購入で購入することも、或いはこの本日の買得品の償還に関
連する小売商の購入においてのみ購入することもできる。従って、ユーザは、いずれかの
小売店で本日の買得品ボタンを押して買得品を購入し、この本日の買得品を適当な小売店
で利用するための残りの日を有し、この期間中に利用しなければこの本日の買得品が失わ
れるようにすることができる。当業者であれば、本日の買得品が、例えば一日に限定され
るものではないと理解するであろう。本日の買得品は、あらゆる期間にわたって存続する
ことができ、例えばこの買得品が償還されるまで失効しないようにすることもできる。同
様に、本日の買得品は、いずれの周期で発給してもよく、例えばあらゆる持続時間にわた
って存続することができる（例えば、決して失効しないようにすることもできる）。
【０１４９】
　カード上には、複数の買得品を提供することができる。例えば、異なる種類の小売商又
は小売商カテゴリの買得品を提供することができる。ユーザは、買得品の購入及び／又は
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償還を行う能力を複数の買得品から受け取ることができる。例えば、ユーザは、ガス及び
食糧に関連する買得品を受け取ることを選択することができる。その後、ユーザは、これ
らの小売商カテゴリの買得品を（例えば、毎日）受け取ることができる。ユーザは、小売
商カテゴリを変更することもでき、この変更は、一定期間後に（例えば、次の日に）効力
を生じることもできる。例えば、ボタン１９１２を提供して、ユーザがガスの小売商に関
連する買得品の購入及び／又は償還を行えるようにすることができる。ボタン１９１３を
含めて、ユーザが食料品の小売商に関連する買得品の購入及び／又は償還を行えるように
することもできる。
【０１５０】
　図２０に、例えば、モバイルセルラーフォンなどの携帯電話機とすることができる装置
２０００を示す。装置２０００上には、本明細書で提供するあらゆるカードを仮想カード
として提供することができる。ユーザは、機械的ボタン２０４０を利用して（仮想カード
に関連する選択などの）選択を行うことができる。ユーザが仮想カードに関連する選択を
行えるように、ユーザが（例えば、仮想カードを表示するタッチ画面を利用することによ
り）起動できる仮想ボタンを含めることもできる。装置２０００は、例えば、ハウジング
２００２、ディスプレイ２０１０、仮想カード２０２０、及び仮想ボタン２０３０及び２
０３１を含むことができる。装置２０００は、（ＲＦ信号などの）電磁信号を介してカー
ドリーダに通信を行うことができる。仮想ボタン２０３０は、本日の買得品に関連するこ
とができる。ボタン２０３１は、（クレジット口座、デビット口座又はプリペイド口座な
どの）特定の支払いカード口座を使用することに関連することができる。
【０１５１】
　例えば無線電話機又は無線支払いカードなどの無線装置上に、ディスプレイ構成２０５
０を提供して表示することができる。構成２０５０は、例えば仮想ボタン２０５２及び仮
想ボタン２０５３を含むことができるグラフィックユーザインターフェイス２０５１を含
むことができる。ユーザには、毎日（又はその他の間隔で）、その日（又はその他の間隔
の）の買得品を選択するオプションを提供することができる。ユーザは、選択に関連する
仮想ボタンを押すことによって選択を行うことができる。この選択に関連する情報を、例
えば（電話によるデータ通信などを介して）リモートサーバに及び／又は（光及び／又は
音声パルスなどを介して）カードに提供することができる。ユーザは、例えば「買得品」
ボタンと示される物理的カード上のボタンを選択することができる。この選択を示す情報
を、カードから（磁気ストライプデータ又はＲＦＩＤデータなどを介して）カードリーダ
に通信し、次にリモートサーバに提供することができる。次に、リモートサーバは、ユー
ザが以前に選択した買得品を特定し、その買得品の処理を開始することができる。特定の
買得品の処理として、例えば、この買得品に関連する購入を完了するために利用する口座
に関連する（クレジットカード取引明細などの）口座取引明細上で割引を適用することも
できる。
【０１５２】
　図２１に、例えば（ディスプレイ２１０６などの）ディスプレイを使用して全部又は一
部を表示できる動的番号を含むことができるカード２１００を示す。動的番号は、例えば
不変部分２１０４などの不変部分と、例えば動的部分２１０６などの動的部分とを含むこ
とができる。カード２１００は、不変部分２１０４を有する動的番号を含むことができ、
不変部分２１０４は、カード２１００の観察者に見えるようにカード２１００に組み入れ
ることができる。例えば、印刷、エンボス加工、レーザエッチングなどなどのラベリング
技術を利用して、不変部分２１０４を可視的に実装することができる。
【０１５３】
　カード２１００は、（ディスプレイ２１０８などの）第２のディスプレイを介して全部
又は一部を表示できる第２の動的番号を含むこともできる。ディスプレイ２１０８を利用
して、例えば動的セキュリティコードなどの動的コードを表示することができる。カード
２１００は、ロゴ及びバーコードなどの図形情報を表示するために使用できる第３のディ
スプレイ２１２２を含むこともできる。第３のディスプレイ２１２２を利用して、複数行
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及び／又は列の文字及び／又は図形情報を表示することもできる。例えば、ディスプレイ
２１２２を利用して、カード２１００のメモリに記憶できる（顧客データ及び／又はチェ
ックインオプションなどのチェックインデータなどの）データを示す情報を表示すること
ができる。
【０１５４】
　当業者であれば、ディスプレイ２１０６、２１０８及び／又は２１２２のいずれか１つ
又はそれ以上を双安定ディスプレイとして実装できると理解するであろう。例えば、ディ
スプレイ２１０６、２１０８及び／又は２１２２上に提供される情報は、少なくとも２つ
の異なる状態（電源オン状態及び電源オフ状態など）で安定することができる。ディスプ
レイ２１０６、２１０８及び／又は２１２２のいずれか１つ又はそれ以上を非双安定ディ
スプレイとして実装することもできる。例えば、このディスプレイは、非双安定ディスプ
レイに印加される動作電力に応答して安定する。同様に、ＬＣＤ又はエレクトロクロミッ
クなどのその他のディスプレイタイプを提供することもできる。
【０１５５】
　カード２１００には、カード所有者名又はユーザ名などのユーザ固有の情報を含むこと
ができる永続情報２１２０などのその他の永続情報を含めることもできる。永続情報２１
２０は、例えばカード２１００に固有の情報（カード発行日及び／又はカード使用期限な
ど）を含むことができる。情報２１２０は、例えば、カード所有者及びカード２１００の
両方に固有の情報を含む情報を表すことができる。
【０１５６】
　カード２１００は、ボタン２１１０～２１１８などのいずれか１つ又はそれ以上のデー
タ入力装置を介してユーザ入力データを受け付けることができる。ボタン２１１０～２１
１８を含めて、機械的歪み、接触又は接近を通じたデータエントリを受け付けることがで
きる。ボタン２１１０～２１１８は、例えば、光度、圧力の大きさ、又は電界及び／又は
磁界強度の誘起変化及び／又は偏差に応答することができる。このような情報交換を、カ
ード２１００のプロセッサによりデータ入力として判断し処理することができる。
【０１５７】
　例えば、１又はそれ以上のボタン２１１０～２１１８を起動して、カード２１００のメ
モリに記憶できる１又はそれ以上の対応する情報に関連し得る表示を（ディスプレイ２１
２２などの）ディスプレイ上に表示することができる。或いは、例えば、（ボタン１０１
０などの）単一のボタンを複数回押して、（顧客データ及び／又はチェックインオプショ
ンなどの）情報に関連し得るデータを連続して表示することができる。
【０１５８】
　ボタン２１４９は、カード２１００に関連し得る情報交換機能とすることができる。ボ
タン２１４９を作動させて、例えばカード２１００のプロセッサが、カード２１００のメ
モリに記憶できる（顧客データなどの）情報を通信できるようにすることができる。ボタ
ン２１４９を作動させて、例えばカード２１００のプロセッサが、カード２１００のメモ
リに記憶できる情報を、金融取引中に通信できる金融情報に加えて通信できるようにする
こともできる。
【０１５９】
　当業者であれば、カード（又は携帯電話機などのその他の装置）に記憶され、購入取引
を完了するために端末に通信される情報は、例えば（購入履歴、購入設定、及び地理情報
などの）顧客プロファイルデータを含むことができると理解するであろう。小売商の端末
から通信される情報は、例えばカード（又は携帯電話機などのその他の装置）から通信さ
れる情報及び（小売商識別子、小売商カテゴリ、商品識別子、商品記述、商品価格、商品
割引、及び販売プロモーションなどの）小売商情報を含むことができる。カード（又はそ
の他の装置）又は小売商の端末から通信される情報は、（銀行プロモーション及び銀行識
別子などの）金融機関情報及び他のいずれかの種類のデータを含むことができる。
【０１６０】
　当業者であれば、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置などのあらゆる装置のデ
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ィスプレイ上に、物理的支払いカードを仮想支払いカードとして提供できると理解するで
あろう。物理的支払いカード上のボタンを、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ装置
などのあらゆる装置上のボタンとすることができる。従って、例えば、（携帯電話などの
）装置が、（容量式タッチ画面上の仮想ボタンなどの）手動ユーザインターフェイスから
手動入力を受け取り、（チェックイン機能の選択などの）選択を示す情報を、（ＲＦベー
スの通信装置などの）通信装置を介して（カードリーダなどの支払端末などの）別の装置
に送信することができる。
【０１６１】
　図２１には、１又はそれ以上のプロセッサ２１５４を含むことができるアーキテクチャ
２１５０も示す。１又はそれ以上のプロセッサ２１５４は、プロセッサ２１５４外部のメ
モリ２１５２、プロセッサ２１５４内部のメモリ、又は外部メモリと内部メモリの組み合
わせを利用して、実行可能な機械語、関連する動的機械データ、ユーザ入力データ値、又
は（カード、その他の装置又は小売商の端末から通信される情報などの）他のあらゆる種
類の情報などの情報を動的に記憶するように構成することができる。メモリ２１５２には
、チェックインオプションデータをデータとして記憶し、関連するボタンが押された時に
これを取り出し、（動的磁気ストライプ、露出チップ又はＲＦデータなどを介して）小売
商の端末に通信して購入取引を完了することができる。
【０１６２】
　アーキテクチャ２１５０内に示す構成要素の１又はそれ以上は、プロセッサ２１５４に
情報を送信するように、及び／又はプロセッサ２１５４により送信された情報を受け取る
ように構成することができる。例えば、プロセッサ２１５４からデータを受け取るために
、１又はそれ以上のディスプレイ２１５６を結合することができる。プロセッサ２１５４
から受け取られるデータは、例えば動的番号及び／又は動的コードの少なくとも一部を含
むことができる。ディスプレイ上に表示すべきデータは、１又はそれ以上のディスプレイ
２１５６に表示することができる。
【０１６３】
　１又はそれ以上のディスプレイ２１５６は、例えばタッチセンサ式及び／又は近接セン
サ式とすることができる。例えば、ディスプレイ２１５６に、指、ポインティング装置な
どの物体を接触させ又は近付けることができる。ディスプレイ２１５６に近接又は接触し
た物体の検出は、（プロセッサ２１５４にデータを送信することなどの）あらゆる種類の
機能を実行するために有効となり得る。ディスプレイ２１５６は、物体に接触又は近接し
ていると判定できる複数の位置を有することができる。
【０１６４】
　アーキテクチャ２１５０上には、入力及び／又は出力装置を実装することができる。例
えば、アーキテクチャ２１５０内に、（ＥＭＶチップリーダなどの）チップリーダに情報
を通信できる集積回路（ＩＣ）チップ２１６０（ＥＭＶチップなど）を含めることができ
る。アーキテクチャ２１５０には、ＲＦＩＤリーダ／ライタと（図２１のカード２１００
などの）カードとの間の情報の交換を可能にするための無線周波数識別（ＲＦＩＤ）モジ
ュール２１６２を含めることもできる。
【０１６５】
　アーキテクチャ２１５０にその他の入力及び／又は出力装置２１６８を含めて、例えば
（図２１のカード２１００などの）カード上にあらゆる数の入力及び／又は出力機能を提
供することもできる。例えば、その他の入力及び／又は出力装置２１６８は、可聴情報を
受信及び／又は送信することができる音声装置を含むことができる。その他の入力及び／
又は出力装置２０６８は、（図２１のカード２１００などの）カードが（インターネット
などの）オープンネットワークにアクセスできるようにするＷｉ－Ｆｉ装置を含むことも
できる。
【０１６６】
　その他の入力及び／又は出力装置２１６８は、可視データキャリアを使用してアナログ
及び／又はデジタルデータを交換する装置を含むことができる。例えば、その他の入力及
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び／又は出力装置２１６８によって光パルスを受け取り、メモリ２１５２に記憶できる情
報を示すデータとして解釈することができる。その他の入力及び／又は出力装置２１６８
は、例えば赤外線データキャリア又は電磁データキャリアなどの非可視データキャリアを
感知する装置を含むことができる。その他の入力及び／又は出力装置２１６８は、例えば
（人間の指又はスタイラスなどの）ポインティング装置の接触又は近接をシミュレートす
る装置を含むことができる。このようなシミュレーションを、例えばタッチセンサ式ディ
スプレイにより（内部メモリ２１５２に記憶された情報などの）情報として検出すること
ができる。
【０１６７】
　当業者であれば、（図２１のカード２１００などの）カードを、例えば１又はそれ以上
のバッテリ２１５８から独自の動作電力を取得する自給式装置とすることができると理解
するであろう。さらに、１又はそれ以上のバッテリ２１５８を含めて、例えば（約２年な
どの２年～５年にわたる期間などの）ある期間にわたってカードに動作電力を提供するこ
ともできる。１又はそれ以上のバッテリ２１５８は、例えば再充電可能バッテリとして含
めることができる。
【０１６８】
　（図２１のカード２１００などの）カード上に動的磁気ストライプ通信装置を含めて、
例えば電磁信号を介して例えば磁気ストライプリーダの読取ヘッドに情報を通信すること
ができる。例えば、電磁場生成器２１７０～２１７４を含めて、電磁データの１又はそれ
以上のトラックを磁気ストライプリーダの読取ヘッドに通信することができる。電磁場生
成器２１７０～２１７４は、例えば一連の電磁要素を含むことができ、各電磁要素を、（
磁性材料及び／又は非磁性材料などの）１又はそれ以上の材料に巻き付けたコイルとして
実装することができる。このコイルの外側に、（磁性材料及び／又は非磁性材料などの）
追加材料を配置することができる。
【０１６９】
　プロセッサ２１５４による、例えば駆動回路２１６４を介した１又はそれ以上の電磁要
素の１又はそれ以上のコイルの電気励起は、１又はそれ以上の電磁要素から電磁場を生成
するのに有効となり得る。１又はそれ以上の電磁場生成器２１７０～２１７４を利用して
、例えば磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読取ヘッドに電磁情報を通信すること
ができる。
【０１７０】
　カードのプロセッサにより、カードと、カード上に実装された様々な入力及び／又は出
力装置との間の情報交換のタイミング側面を決定することができる。検出器２１６６を利
用して、例えば外部装置の近接及び／又は実際の接触を感知し、これにより通信シーケン
スの開始をトリガすることができる。その後、この感知された外部装置の存在及び／又は
接触を（プロセッサ２１５４などの）コントローラに通信し、これにより（図２１のカー
ド２１００などの）カードと外部装置の間の情報の交換を指示することができる。この外
部装置の存在及び／又は接触の感知は、例えば検出した装置又は物体の種類を判定するた
めに有効となり得る。
【０１７１】
　例えば、この検出は、磁気ストライプリーダの読取ヘッドの検出を含むことができる。
これに応答して、プロセッサ２１５４は、１又はそれ以上の電磁場生成器２１７０～２１
７４を起動して、例えば磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読取ヘッドとの通信シ
ーケンスを開始することができる。磁気ストライプリーダの検出を使用して、１又はそれ
以上の電磁場生成器２１７０～２１７４及び磁気ストライプリーダの１又はそれ以上の読
取ヘッドへの通信に関連するタイミング関係を提供することができる。
【０１７２】
　当業者であれば、プロセッサ２１５４は、（図２１のカード２１００のボタン２１１０
～２１１８などの）いずれか１つ又はそれ以上のボタン、ＲＦＩＤ２１６２、ＩＣチップ
２１６０、電磁場生成器２１７０～２１７４、及びその他の入力及び／又は出力装置２１
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６８を利用して、ユーザ固有及び／又はカード固有の情報を提供できると理解するであろ
う。
【０１７３】
　図２２に、例えば構成２２１０を含むことができるカード２２００を示す。構成２２１
０は、例えば、ボタン２２１１、ボタン２２１２、ボタン２２１３、ディスプレイ２２１
５、ディスプレイ２２１６、及びディスプレイ２２１７を含むことができる。ボタン２２
１１は、ディスプレイ２２１５に関連することができる。ボタン２２１１を押して、ディ
スプレイ２２１５が記述するオプションを利用することができる。ボタン２２１２は、デ
ィスプレイ２２１６に関連することができる。ボタン２２１２を押して、ディスプレイ２
２１６が記述するオプションを利用することができる。ボタン２２１３は、ディスプレイ
２２１７に関連することができる。ボタン２２１３を押して、ディスプレイ２２１７が記
述するオプションを利用することができる。カードは、付加的なボタン又はディスプレイ
を含むことができる、又はカード２２００のいくつかのボタン又はディスプレイを含まな
くてもよい。例えば、カードは、（ボタン２２１１などの）単一のボタンしか含まなくて
もよく、或いは（ディスプレイ２２１５などの）単一の関連するディスプレイしか含まな
くてもよい。
【０１７４】
　カード２２００は、情報をダウンロードし、記憶し、通信することができる。例えば、
光センサ２２３０を介して、カード２２００に情報をダウンロードすることができる。光
センサ２２３０は、例えば光パルス及び／又は時間的に変化する光強度を感知することが
でき、これをカード２２００のプロセッサによりデータとして検出することができる。光
源２２３２は、例えばカード２２００のプロセッサにより指示される光パルス及び／又は
時間的に変化する光強度をデータとして生成することができる。
【０１７５】
　カード、その他の装置又は小売商の端末によって利用又は通信される情報は、例えば、
顧客プロファイルデータ、小売商情報及び発行者情報を含むことができる。カード、その
他の装置、又は小売商の端末によって利用又は通信される情報は、例えば、ソーシャルネ
ットワーク、インターネット検索プロバイダ、企業、チャリティ、又は他のいずれかのエ
ンティティに関連する情報を含むことができる。
【０１７６】
　カード２２００上の１又はそれ以上のボタンを起動することにより、カード２２００の
プロセッサが情報を交換できるようになる。カード２２００上の１又はそれ以上のボタン
を起動することにより、例えばカード２２００のプロセッサは、光センサ２２３０及び／
又は光源２２３２を介して情報を交換できるようになる。カード２２００上の１又はそれ
以上のボタンを起動することにより、例えばカード２２００のプロセッサは、例えば金融
取引中に磁気ストライプリーダに情報を通信できるようになる。カード２２００上の１又
はそれ以上のボタンを起動することにより、例えばカード２２００のプロセッサは、金融
取引を行う必要なく磁気ストライプリーダに情報を通信できるようになる。
【０１７７】
　１又はそれ以上のボタン２２２０～２２２８を介してカード２２００に提供される手動
入力を通じ、カード２２００のプロセッサによって利用又は通信される情報をカード２２
００にダウンロードすることができる。カード対カードの転送を通じて、カード２２００
のプロセッサによって利用又は通信される情報を別のカードからカード２２００に通信す
ることができる。別のカードの光源は、例えば光センサ２２３０が検出できてカード２２
００のプロセッサがデータとして解釈できる光パルスを生成することができる。
【０１７８】
　カード２２００のプロセッサによって利用又は通信される情報を、点滅光を提供できる
モニタ又はディスプレイを介してカード２２００に通信することもできる。従って、例え
ばこのようなモニタ又はディスプレイを提供するあらゆる場所（例えば、ウェブサイト、
ＡＴＭ、銀行の支店、カード個人化機、キオスク、又は小売商の端末）においてカード２
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２００と通信することができる。
【０１７９】
　ボタン２２１１を作動させることにより、ディスプレイ２２１５によって示されるオプ
ションを起動することができる。例えば、ボタン２２１１を押すことにより、チェックイ
ン機能を起動することができる。チェックイン機能が起動されると、カード２２００のユ
ーザは、取引、機能情報、及び／又は他のあらゆる種類の情報を、カード２２００から例
えば小売商の端末に通信することができる。
【０１８０】
　チェックイン機能は、独立型とすることもできる。例えば、ユーザは、特定の営業所に
到着して、小売商と購入取引を行うことなく小売商の端末（磁気ストライプリーダなど）
にカード２２００を提示することができる。従って、例えば、ユーザは、ボタン２２１１
を押し、小売商の端末にカード２２００を通して、特定の営業所におけるユーザの存在を
登録することができる。その際、例えば、小売商の端末は、カード２２００のユーザに関
連し得る顧客情報をカード２２００から受け取り、このような顧客情報を（小売商、カー
ド発行金融機関、ウェブサイト、又はソーシャルネットワークなどの）複数の団体に配信
することができる。
【０１８１】
　チェックイン機能は、金融取引に関連することができる。例えば、ユーザは、カード２
２００上のチェックインオプションを選択し、小売商の端末にカード２２００を提示して
店頭購入を完了することができる。従って、例えば、ユーザは、ボタン２２１１を押して
小売商の店頭端末にカード２２００を通し、カード２２００のユーザに関する顧客情報を
、例えば（１又はそれ以上の任意のデータフィールドなどの）１又はそれ以上のデータフ
ィールド内で小売商の店頭端末に通信することができる。小売商の店頭端末は、カード２
２００から受け取った顧客情報に、例えば（小売商の場所、小売商の識別、及び購入取引
の詳細などの）小売商情報を組み合わせることができる。小売商の店頭端末は、例えばこ
の組み合わせた顧客及び小売商情報を、例えばさらなる処理のためにルーティングサーバ
に転送することができる。
【０１８２】
　ボタン２２１２を作動させることにより、ディスプレイ２２１６によって示されるオプ
ションを起動することができる。例えば、ボタン２２１２を押すことにより、「お気に入
り」機能を起動することができる。「お気に入」機能が起動されると、カード２２００は
、カード２２００と通信できる小売商の端末又は他のいずれかの端末に顧客情報及び／又
は取引情報を通信することができる。従って、例えば、カード２２００のユーザは、店頭
取引中に（ユーザが特定の購入を気に入っているかどうかなどの）購入感情を通信するこ
とができる。その際、ユーザは、特定の小売商、製品又は購入に関連し得る購入感情を通
信することができる。
【０１８３】
　ボタン２２１３を作動させることにより、ディスプレイ２２１７によって示されるオプ
ションを起動することができる。例えば、ボタン２２１３を押すことにより、共有機能を
起動することができる。共有機能では、例えば、カード２２００のユーザが、取引、機能
情報及び／又は他のいずれかの種類の情報を幅広い聴衆と共有することができる。例えば
、カード２２００のユーザは、共有機能が起動されて小売商の端末に通信された後に、取
引情報、機能情報、及び／又は他のいずれかの種類の情報を所定の受信者の組に提供する
ことを選択することができる。
【０１８４】
　ディスプレイ２２１５、２２１６及び／又は２２１７に表示された機能のいずれか１つ
又は全部は、特別オプションに関連することもできる。例えば、チェックイン機能が起動
された後に続けて（ディスプレイ２２１５に関連する機能などの）ボタン２２１１を作動
させると、チェックイン特別オプションを起動することができる。（ボタン２２２０～２
２２８などの）他のボタンを使用して、チェックイン機能が選択された後に特別オプショ
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ンを起動することもできる。その際、例えば、小売商は、チェックイン機能によるカード
所有者の参加と引き換えに特別オファーを提供することができる。
【０１８５】
　例えば、カード所有者は、チェックイン機能によるカード所有者の参加と引き換えに小
売商が提供できる割引又は無料商品を要求することができる。このような小売商のオファ
ーをカード２２００内にダウンロードし、カード所有者の参加前にカード所有者に表示す
ることができる。
【０１８６】
　カード所有者がチェックイン特別オプションを起動した場合、カード２２００は、カー
ド所有者が小売商の特別オファーを償還したいと望んでいる旨の指示を小売商の店頭端末
に通信することができる。小売商は、例えばこのような小売商の特別オファーを支払処理
前に適用することができる。特別オファーを清算できる場合、又は調整のために他のパー
ティに送信できる場合には、例えばカード発行会社にこのような小売商の特別オファーを
送信することができる。
【０１８７】
　同様に、特別オプションは、例えば（ディスプレイ２２１６に関連する「お気に入り」
機能及びディスプレイ２２１７に関連する共有機能などの）他のチェックイン機能の利用
に関連することもできる。特別オプションは、例えば（ディスプレイ２２１５に関連する
機能などの）チェックイン機能、（ディスプレイ２２１６に関連する機能などの）「お気
に入り」機能、及び／又は（ディスプレイ２２１７に関連する機能などの）共有機能の一
定数の利用時にのみ起動することができる。
【０１８８】
　図２３に、システム２３００を示す。システム２３００は、例えば、小売商の端末２３
０２、ルーティングサーバ２３０４、発行者２３０６、ネットワーク２３１２、ウェブサ
イト２３０８、ソーシャルネットワーク２３１０、及び検索エンジン２３１４を含むこと
ができる。小売商の端末２３０２は、小売商の端末２３０２に提示できるカードから、支
払取引データ、機能情報、及び／又は他のいずれかの種類の情報を収集することができる
。小売商の端末２３０２は、例えばチェックインイベント中に、カードから取引情報、機
能情報、及び／又は他のいずれかの種類の情報を収集することができる。小売商の端末２
３０２は、チェックインイベントに伴い得る店頭取引中に、カードから取引情報、機能情
報、及び／又は他のいずれかの種類の情報を収集することができる。
【０１８９】
　小売商の端末２３０２は、例えばカードから収集した取引情報、機能情報、及び／又は
他のいずれかの種類の情報をルーティングサーバ２３０４に転送することができる。小売
商の端末２３０２は、例えばカードから収集した取引情報、機能情報、及び／又は他のい
ずれかの種類の情報に（小売商の識別、小売商の場所、及び小売商のカテゴリなどの）小
売商データを組み合わせることができる。小売商の端末２３０２は、例えばこの複合情報
をルーティングサーバ２３０４に転送することができる。ルーティングサーバ２３０４は
、例えば小売商の端末２３０２から受け取った転送情報を解析し、この解析した情報を発
行者２３０６に転送することができる。
【０１９０】
　発行者２３０６は、解析された情報を受け取ると、この受け取った情報の全部又は一部
を、ネットワーク２３１２を介してアクセス可能な他のネットワークエンティティと共有
することができる。例えば、発行者２３０６は、ネットワーク２３１２上のアプリケーシ
ョンプロバイダとの協定を行使して、カード所有者がチェックイン機能を行使した場合に
、複合情報の全部又は一部をアプリケーションプロバイダと共有できるようにすることが
できる。その際、カード所有者は、例えばこの共有された情報と引き換えにアプリケーシ
ョンプロバイダから（報酬ポイント又はインセンティブなどの）利益を得ることができる
。
【０１９１】
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　ルーティングサーバ２３０４は、ネットワーク２３１２（インターネットなど）を介し
て相互接続できる１又はそれ以上のエンティティの支払情報をネットワーク２３１２に転
送することができる。転送される情報は、例えばチェックイン機能に関連する情報を含む
ことができる。例えば、カード所有者の（購入中のカード所有者の位置、購入した製品記
述、及び購入額などの）購入活動に関連し得るデータをネットワークエンティティに報告
することができる。この複合情報は、例えば（カード所有者の人口学的情報、小売商のカ
テゴリにおけるカード所有者の購入履歴、及び小売店におけるカード所有者の購入履歴な
どの）カード所有者に関連する情報を含むことができる。この複合情報は、例えば（小売
商の識別、小売商の場所及び小売商のカテゴリなどの）小売商に関連する情報を含むこと
もできる。
【０１９２】
　ルーティングサーバ２３０４により提供される情報は、例えばネットワーク２３１２に
接続できる様々なネットワークエンティティに伝えることができる。ウェブサイト２３０
８は、例えば情報を収集して、関連する更新を生成することができる。ソーシャルネット
ワーク２３１０を、例えばウェブサイト２３０８と相互運用して、生成された更新が、１
又はそれ以上のカード所有者のチェックイン活動に関連し得るソーシャルゲーム活動を支
援できるようにすることができる。例えば、ソーシャルネットワーク２３１０が、ソーシ
ャルゲーム活動のスポンサーになることにより、ウェブサイト２３０８により収集された
チェックインの更新を使用して、ある閾値レベルのチェックイン活動を達成できたカード
所有者に報酬を与えることができる。
【０１９３】
　検索エンジン２３１４は、例えばルーティングサーバ２３０４が提供できる情報を収集
することができる。従って、例えば、検索エンジン２３１４は、小売商及びその他のエン
ティティが、既存の顧客及び見込み客に関する情報及び／又はデータを収集して、新規顧
客を引き寄せ及び／又は現在の顧客を維持できる最適化したインセンティブを提供できる
ようにすることができる。検索エンジン２３１４は、例えば消費者が、例えば新規顧客を
引き寄せるためのインセンティブ及びプロモーションを提供できる小売商から関連するプ
ロモーションを取得できるようにすることができる。
【０１９４】
　図２４に、ウェブページ２４００を示す。ウェブページ２４００は、例えば特定のチェ
ックインユーザに関するチェックインデータの更新のカスタム化した要約２４０２を提供
することができ、この要約２４０２は、１又はそれ以上のルーティングサーバ及び／又は
１又はそれ以上の関連する小売商の端末が提供できる情報を収集するネットワークエンテ
ィティによって生成することができる。要約２４０２は、例えば所与の期間にわたるいず
れかのカテゴリにおける購入回数（例えば、１カ月内の合計購入）の要約を提供すること
ができる。要約２４０２は、例えば（コーヒーの小売商などの）特定の小売商カテゴリに
関連し得るチェックイン要約データを提供することができる。要約２４０２は、例えば特
定の小売商カテゴリにおける（Ｓｔａｒｂｕｃｋｓなどの）特定の小売商に関連し得るチ
ェックイン要約データを提供することもできる。
【０１９５】
　ウェブページ２４００は、例えば（特定のチェックイン参加者が特定の小売店で行った
購入などの）特定のチェックイン参加者に関するほぼ瞬時のチェックイン活動を提供でき
る瞬間的更新２４０４を提供することができる。
【０１９６】
　図２５に、ウェブページ２５００を示す。ウェブページ２５００は、例えば特定のチェ
ックイン参加者に関するほぼ瞬時のチェックイン更新情報２５０２を提供することができ
る。アップデート情報２５０２は、例えば特定の製品カテゴリからの製品の購入に関する
情報を提供することができる。アップデート情報２５０２は、例えば特定の小売商からの
特定の製品タイプの購入に関する情報を提供することもできる。
【０１９７】
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　図２６に、ウェブページ２６００を示す。ウェブページ２６００は、例えばソーシャル
ネットワークのメンバのゲーム活動に関連し得るチェックイン活動更新を提供することが
できる。チェックインポイントは、例えばソーシャルネットワークゲームにおける１人又
はそれ以上の参加者に関して累積することができる。チェックインポイントは、例えばこ
のようなソーシャルネットワークゲーム活動の参加者が行うことができるあらゆる数のチ
ェックイン活動に関して累積することができる。
【０１９８】
　例えば、参加者は、金融取引中にカード又は携帯電話機を利用してチェックイン機能を
起動することにより、ポイントを累積することができる。参加者は、金融取引に関連し得
る又は関連しない（チェックイン機能、お気に入り機能及び共有機能などの）あらゆる数
の情報交換機能を起動することにより、ポイントを累積することができる。
【０１９９】
　特別なオプションのないチェックイン機能については、例えば金融取引中に起動された
際に参加者に最低数のポイントを報酬として与えることができる。（お気に入り機能など
の）単一の特別オプションが選択されたチェックイン機能については、例えば金融取引中
に起動された際に参加者により多くのポイント数を報酬として与えることができる。（お
気に入り機能と共有機能などの）１又はそれ以上の特別オプションが選択されたチェック
イン機能については、例えば金融取引中に起動された際に参加者により多くのポイント数
を報酬として与えることができる。
【０２００】
　例えば、ソーシャルネットワークゲームの各参加者の累積ポイント合計２６０４を更新
して、その参加者のカード又は携帯電話機にダウンロードすることができる。その際、例
えば、参加者は、累積ポイント数をモニタし、これに応じて自身のチェックイン活動を調
整することができる。例えば、ある参加者が、自身のチェックイン活動及び関連する特別
オプションの選択よって自身の累積ポイント合計が増えると考えた場合、このような活動
を増やすことができる。
【０２０１】
　累積ポイント合計は、例えば店頭端末で償還することができる。従って、例えば、ユー
ザは、自身のカード又は携帯電話機上で自身の累積ポイント合計を直接モニタして、累積
ポイント合計が望ましい値に達したかどうかを判断することができる。望ましい値に達し
た場合、例えば、ユーザは、この累積ポイント合計を小売商の店頭端末において割引又は
その他の利益に償還することができる。
【０２０２】
　図２７に、例えば、モバイルセルラーフォンなどの携帯電話機とすることができる装置
２７００を示す。装置２７００上には、本明細書で提供するあらゆるカードを仮想カード
として提供することができる。ユーザは、機械的ボタン２７４０を利用して（仮想カード
に関連する選択などの）選択を行うことができる。ユーザが仮想カードに関連する選択を
行えるように、ユーザが（例えば、仮想カードを表示するタッチ画面を利用することによ
り）起動できる仮想ボタンを含めることもできる。装置２７００は、例えば、ハウジング
２７０２、ディスプレイ２７１０、仮想カード２７２０、及び仮想ボタン２７３０及び２
７３１を含むことができる。装置２７００は、（ＲＦ信号などの）電磁信号を介してカー
ドリーダに通信を行うことができる。仮想ボタン２７３０は、例えばチェックイン活動に
対する報酬として与えられるポイントの償還に関連することができる。ボタン２７３１は
、例えば（クレジット口座などの）特定の支払いカード口座の選択に関連することができ
る。
【０２０３】
　例えば無線電話機又は無線支払いカードなどの無線装置上に、ディスプレイ構成２７５
０を提供して表示することができる。構成２７５０は、例えば仮想ボタン２７５２及び仮
想ボタン２７５３を含むことができるグラフィックユーザインターフェイス２７５１を含
むことができる。ユーザには、チェックイン機能、お気に入り機能及び／又は共有機能を
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選択するオプションを提供することができる。ユーザは、選択に関連する仮想ボタンを押
すことによって選択を行うことができる。この選択に関連する情報を、例えば（電話によ
るデータ通信などを介して）リモートサーバに及び／又は（光及び／又は音声パルスなど
を介して）カードに提供することができる。ユーザは、例えば「チェックイン」ボタン、
「お気に入り」ボタン、及び／又は「共有」ボタンと示される物理的カード上の１又はそ
れ以上のボタンを選択することができる。この選択を示す情報を、カードから（磁気スト
ライプデータ又はＲＦＩＤデータなどを介して）カードリーダに通信し、次にリモートサ
ーバに提供することができる。次に、ルーティングサーバは、ユーザが以前に選択した情
報交換のレベルを特定し、交換する情報の処理を開始することができる。
【０２０４】
　チェックイン機能に関連する情報交換の処理は、例えば制限された情報交換を含むこと
ができ、（カード所有者の識別及び／又は小売商の識別などの）最低限の情報／データを
提供することができる。次に、ルーティングサーバは、情報を解析して、この情報を（イ
ンターネットを介してネットワーク化されたエンティティなどの）様々なネットワークエ
ンティティに提供することができる。
【０２０５】
　チェックイン機能及び／又はお気に入り機能を選択して、ハイレベルの情報／データ共
有を示すこともできる。例えば、お気に入り機能の起動は、（カード所有者の識別、小売
商の識別及び／又は取引の詳細などの）より多くの量の交換される情報／データを含むこ
とができる。チェックイン機能及び／又は共有機能は、例えば（幅広い視聴者と共有され
るカード所有者の識別及び／又は小売商の識別などの）より高いレベルの情報／データ交
換を呼び出すことができる。
【０２０６】
　図２８に、処理シーケンスのフロー図を示す。シーケンス２８１０のステップ２８１１
において、例えば情報交換オプションを選択することができ、選択されたオプションに応
じて、可変レベルの情報／データ共有を選択することができる。ステップ２８１２～２８
１３において、カードをカードリーダに提示し、情報交換オプション及び関連する情報／
データをカードリーダに通信することができる。
【０２０７】
　シーケンス２８２０のステップ２８２１において、例えば小売商の端末が、カードによ
り提供された情報／データ及びカードにより選択された情報交換オプションを収集するこ
とができる。ステップ２８２２において、例えば小売商の端末が、カードから収集した情
報／データに小売商情報を組み合わせることができ、又はカードから収集した情報／デー
タに小売商情報を組み合わせなくてもよい。小売商の端末により組み合わせられる情報の
量は、例えばカードにより選択された情報交換オプションに依存することができる。ステ
ップ２８２３において、例えば小売商の端末からの複合情報／データをルーティングサー
バに送信し、又はカードから収集した情報／データを単純にルーティングサーバに転送す
ることができる。ステップ２８２４において、例えばルーティングサーバが小売商の端末
から受け取った情報／データを解析することができる。ステップ２８２５において、例え
ば解析した情報を、検索エンジン、ウェブサイト及びソーシャルネットワークなどのネッ
トワークエンティティに通信することができる。
【０２０８】
　シーケンス２８３０のステップ２８３１において、例えばソーシャルネットワークのメ
ンバのチェックイン活動を追跡することができる。ステップ２８３２において、例えば各
メンバが選択した情報収集オプションに基づいて、追跡したメンバにより提供された情報
を収集することができる。ステップ２８３３において、例えば各メンバから収集した情報
の量及び／又は質に基づいて、例えばポイントを獲得することができる。ステップ２８３
４は、例えば各メンバから収集された情報に基づいて獲得した各メンバのポイントを償還
することができる。
【０２０９】
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　シーケンス２８４０のステップ２８４１において、例えばルーティングサーバにより提
供される情報を収集することができる。ルーティングサーバによって収集される情報は、
例えば、顧客のプロファイルデータ、顧客の購入履歴、顧客の購入設定、小売商の識別、
地理的場所、小売商のカテゴリ、商品の識別、商品の説明、商品の価格、商品の割引、小
売商のプロモーション、銀行のプロモーション、銀行の識別、及び／又は他のいずれかの
データを含むことができる。これらの収集した情報は、例えばステップ２８４２において
（インターネットなどの）ネットワーク上で利用することができる。従って、この収集し
た情報には、例えば、ウェブサイト、検索エンジン及びソーシャルネットワークがネット
ワークアクセスすることができる。
【０２１０】
　当業者であれば、本発明が説明した実施形態のみに限定されるものではないことも理解
するであろう。それどころか、より一般的には、本発明は動的情報にも関する。当業者で
あれば、本明細書で説明した以外の方法で本発明の装置を実装できると理解するであろう
。このような変更は、全て本発明の範囲に含まれ、本発明の範囲は、以下の特許請求の範
囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【０２１１】
１００　カード
１０１　動的磁気ストライプ通信装置
１１１　永続部分
１１２　動的カード番号
１１３　動的コード
１２０　名前
１２０　プロセッサ
１２５　ディスプレイ
１２７　光センサ
１３０～１３４　ボタン
１４０　ディスプレイ
１４１　駆動回路
１４２　メモリ（ゲーム動作など）
１４３　光センサ
１４４　バッテリ
１５０　アーキテクチャ
１５１　ＲＦＩＤ
１５２　ＩＣチップ
１７０　電磁場発生器
１７１　読取ヘッド検出
１７２　読取ヘッド検出
１８０　電磁場発生器
１８５　電磁場発生器
１９８　ボタン（ゲーム動作２）
１９９　ボタン（ゲーム動作１）
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【国際調査報告】
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